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制度からもれる人々への孤立防止と基盤支援 

～安心生活を創造するための地域福祉の取組み～ 

１ はじめに 

○わが国は、少子高齢化の進展により人口減少社会に突入するとともに、単身 

 世帯の増加や近隣関係が希薄化する中で、社会から孤立する人々が生じやす 

い環境となってきている。 

 

○これは、近年発生している孤立死の事案に象徴されている。従来は、ひとり 

暮らし高齢者が孤立死することが事件としてマスコミ等に取り上げられたが、

今日では複数人世帯の家族が同時に死亡する事件や 30代、40代といった若い

世代の人々が同居していながら家族が同時に孤立死する事案が発生している。 

 

○このように、従来の見守り活動からもれる人々や制度からもれる人々を社会 

から孤立させずにいかに支援していくかが社会的課題となってきている。 

 

 
 

○また、公的サービスの対象ではないが、軽度障害者等で消費者被害の対象に

なりやすい人や身寄りが無く孤立している人など何らかの困難を抱えている

人々が、自分の生活を組み立てることができるようにするために、制度の狭

間の支援が求められている。 
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○情報提供、不安解消、早期発見、早期対応等のいわゆる見守り支援や買い物

支援（基盤支援）を活用することによって、自分の生活を自分で組み立て続

けることを可能にしていく支援が求められている。 

 

 
 

○さらに、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等判断能力が不十分な人等 

が地域生活を送っていくためには、福祉サービス等の契約に関する支援や金 

銭管理、保証人の支援等権利擁護の必要性が指摘されている。 

 

○これらの支援をワンストップで受け止める体制が求められており、総合相談 

体制を構築する自治体も生まれ始めている。 

 

○併せて、地域福祉の推進のためには、地域福祉財源をどのように確保してい 

くのかについても大きな課題である。安心生活創造事業では、地域の自主財 

源を生み出す仕組みづくりに 58か所の市区町村が取り組んでいる。厚生労働 

省が実施する事業としては、このような財源を創造するような事業の実施は 

過去に例があまりないのではないかと考えている。 

 

○本報告書では、ここまで述べてきたような問題意識を基礎として、平成 21～ 

23年度まで 3年間取り組んできた安心生活創造事業の実践から見えてきた成 

果について報告することとしたい。 
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２ 安心生活創造事業の概要 

（１）安心生活創造事業を実施する背景と課題（地域福祉に求められるニーズ） 

 

①見守り 

○少子高齢化、孤立化、単身化の進展により、早期発見、早期対応、情報提供、 

不安解消等が必要な、いわゆる「見守り」を必要とする人々が増加している。 
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○また、孤立死は、近年の孤立死の事例でも明らかになっているように高齢者 

のみの問題ではなく中年層、実年層等にも広がり、さらに単身世帯のみでは 

なく複数人世帯にも広がっている。 
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○市町村で民生委員等の協力で実施されている「65 歳以上高齢者実態調査」等 

では把握されない状況も発生している。 

 

○一昨年の夏、住民基本台帳と実態が異なる、いわゆる「所在不明高齢者問題」 

が発生した。地域における高齢者等の実態把握に課題があることが、マスコ 

ミ等各方面から指摘されたところである。 

 

 

 

 

 
 

○東日本大震災の発生により、災害時要援護者の把握と支援方法の確立（確認） 

の必要性が再確認された。 

 

○これらの状況から、見守りが必要な方々が確実に見守られている仕組み、シ

ステムが求められていることが示され、「もれない把握」、「もれない体制

づくり」の確立は喫緊の課題となり、「地域での要援護者に係る情報の把握・

共有、安否確認方法について」盛り込むこととなっている地域福祉計画の重

要性が再確認されている。 

 

②買い物支援 

○在宅において自ら生活を組み立てていくために、買い物は重要な役割を果た

している。しかし、本人の身体的障害等の理由ばかりでなく、不景気による

スーパー等の店舗の撤退や移転、閉鎖により、買い物が困難となる者が増加
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している。高齢者や障害者、車の免許を有しない妊産婦等は、自宅が商店街

等から離れていたり、公共交通機関がないなどの理由により、何らかの支援

がないと買い物に出かけることができない人がいる。 

 

○従来なら地域内での助け合い、近隣住民同士の助け合いなどにより補えたも

のが希薄になり、例えば車に乗り合って買い物に出かけたり、買い物を代わ

りに行うなどの助け合いがなくなってきている。 

 

 

 

 
 

○自然発生的な地域コミュニティが失われつつある場合、公的な仕組み、仕掛

けでそれを補う必要が出てきている。 

 

○このため、商品を自宅まで届ける「宅配サービス」を創設・活用するととも

に、見守り、安否確認機能を宅配サービスに付加することも重要である。併

せて民間サービスとの連携・活用も有効である。 

 

○一方、宅配サービスだけでは外出の機会を奪うことにつながり、本人の自立

を阻害する可能性や認知症等を進行させてしまう可能性もある。 

 

○送迎サービス等による外出支援・買い物支援により生きがいづくりにつなげ

ることも必要である。 
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○このような取り組みについては、商店街や商工会等との連携が重要である。          

 

③権利擁護 

○認知症高齢者・障害者等の増加、身寄りのない高齢者の増加から、保証人の

必要性の有無など、保証機能の検討、死後の財産管理・処分の問題が顕在化

している。 

 

○高齢者や障害者等が判断能力の低下等により、財産管理の問題、介護サービ

ス等を利用する場合の契約問題等、支援の必要性が明らかになってきている。 

 

○これらの状況から、判断能力の低下や契約支援の必要性等により社会福祉法

による福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）から成年後見制

度へ移行する支援も増加しており、単身世帯の増加等により身寄りのない

人々も増加していることから、親族後見人や専門職後見人のみでなく、法人

後見や市民後見の必要性等公的に権利擁護の仕組みを確立していくことが求

められている。 

 

④個人情報 

○個人情報保護法関連制度の開始により、個人情報保護意識が過剰に高揚し、

必要な情報が必要な機関、支援者等に伝わらず、支援を困難にしている例が

生じている。 

 

○個人情報保護意識の過剰反応が、要援護者の把握、支援を必要とする人のも

れない把握の障害にもなっている。手上げ方式、同意方式、関係機関共有方

式による個人情報の適切な運用が必要である。 

 

○個人情報の第三者への提供について、近年の孤立死の事案に関連して、関係

省庁が連携して通知を発出しており、関係機関との連携により地域における

情報の共有や見守り体制の構築等や、地方自治体の福祉担当部局に必要な情

報が適切に集約されることが重要である。 

  

○自治体が保有している個人情報の取扱いについては、各自治体が自ら定めた 

条例によることとされ、個人情報の保護に関する基本方針（平成 16年 4月 2 

日閣議決定,平成 20年 4月 25日一部変更）においては、「いわゆる『過剰反 

応』が一部に見られることを踏まえ、地方公共団体においても、法の趣旨に 

のっとり、条例の適切な解釈・運用を行うことが求められる。」とされている。 

 

○一方で、守秘義務のある公務員等と地域住民との連携の中での個人情報の取

扱については課題がある。同様に守秘義務を持つ民生委員と住民間の関係も

課題が多い。 

 

⑤地域人材確保 
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○地域や団体、関係者との連携、実際の仕組みとして動かすためには中核とな

る人材、コーディネートが出来うる専門職、責任者が必要である。 

○過疎地域等における少子高齢化の進展により、担い手も高齢化しており、人

材不足による支え合い機能の低下や集落の崩壊も危惧されている。 

 

○大学との連携・協力や若者の協力など、地域人材を有効に活用し、見守りや

買い物支援等を充実することも期待される。 

 

（２）安心生活創造事業推進検討会設置の経緯・目的 

○安心生活創造事業は、モデル事業として取組まれることから、有識者から客 

観的な意見や助言をもらいながら、本事業の取組みからモデル性の高い内容 

について抽出していくことが求められた。 

 

○安心生活創造事業推進検討委員会は、安心生活創造事業について取組む 58 

か所の地域福祉推進市町村の実践について、様々な角度から検証・評価を行 

い、先進的・効果的な取組みについて整理していく役割が期待された。 

 

○さらに、抽出された安心生活創造事業の取組みの成果を全国的に普及する方 

法等の検討を行うこととした。 

 

（３）安心生活創造事業の三原則と考え方 

○安心生活創造事業は、既存の公的サービスの対象とならない状態の人であっ 

ても、一人暮らしなどで日常的な家族のサポートが得られない世帯等（以下 

「一人暮らし世帯等」という。）が地域で安心して暮らすことができるよう、 

「見守り」と「買い物支援」を生活維持の最低限の支援である「基盤支援」 
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と位置付け、次の①から③までを三原則としたモデル事業として実施した。 

 

○一人暮らし世帯等の多くは、自立した生活を営んでいるものの、何かあった 

ときの不安があり、頼れる人がいないという人が少なくないため、「見守り」 

は一人暮らし世帯等の孤立の防止や課題の早期発見に不可欠な支援となる。 

 

○また、生活上不可欠という点では、食事や日用品など生活に欠かせないもの 

を調達する手段である「買い物」が支障なく充足されることは、「見守り」 

同様に重要である。 

 

○これらの「基盤支援」について、住民同士のつながりや民生委員活動など既 

存の仕組みでは対応できない部分を受け止めることのできる体制づくりを 

行う。 

 

 
 

 

① 基盤支援を必要とする人々とそのニーズを把握する 

 

○安心生活創造事業は、既存のサービスの対象にはならない者・世帯も対象と 

していることから、事業の実施には、高齢者や障害者のみならず地域から孤 

立する可能性があり、定期的な基盤支援が必要な者・世帯をすべて把握する 

ことが必要である。 

 

○このため、支援が必要な者・世帯について記載したマップや台帳等の作成を 

通じ、行政や社会福祉協議会、民生委員・児童委員等の関係機関が、住民の 

情報を共有する仕組みづくりが重要である。 

 

○その際、次のような事項に留意して実施することが重要。 

 ・ニーズ把握を繰り返し行うためには、関係を積み上げ、顔の見える関係を 

構築する。 

 ・ニーズは、支援を行う側ではなく、支援を必要とする者から見たニーズと 

なっているかを重視する。 

 ・住民の出入りが多い都市部では、把握できない者・世帯を生まないように 

することが重要。一方で、小規模な地域であっても、住民全員の状況が分 

かっているという前提で始めるのではなく、基盤支援により、支援が必要 

な者が発見されていくという前提で取り組む。 
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②基盤支援を必要とする人がもれなくカバーされる体制をつくる 

 

○①で把握した世帯・者に対してもれなく基盤支援サービスを提供する体制の 

構築が必要である。 

 

○その際、次のような事項に留意して実施することが重要である。 

 ・支援体制を構築するに当たっては、地域コミュニティを基盤とする。  

・住民や民生委員児童委員等による既存の資源を充分に把握し、それを活か 

した上で、不足しているものを補足するようにする。 

 ・サービスの担い手の確保に関して、民生委員・児童委員等一部の支援に過 

剰な期待をするのではなく、支援を受ける側も地域のメンバーとして参加 

し、できる限り資源として活用していく取り組みが重要である。 
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③ 安定的な地域の自主財源確保に取り組む 

○このようなサービス体制を構築するためには、自治体の財政力に左右される 

ことなく安定的な財源を確保する必要があり、公費のみに依存しない体制の 

構築が不可欠である。 

 

○このため、これまで主な財源であった「公費」「保険料」「利用料」に加え、 

寄付や賛助会費等による地域の自主財源（「第４のポケット」）の充実が重 

要である。 

 
○その際、次のような事項に留意して実施することが重要である。 

 ・地域住民やＮＰＯ、企業など様々な者の参加により、地域一帯となって取 

り組み、様々な方法を試みてみること。 

 ・地域の課題やそれに対する取り組みをアピールすることにより、地域の理 

解を得ること。 

 ・住民の意識を高め、関係者間での議論を促すためにも、目標額を定めるこ 

とについて検討すること。 
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（４）地域福祉推進市町村の取組みにおけるポイント 

① 対象者のもれない把握に向けた取り組み 

○住民自治組織のメンバーが主体となって生活実態調査を実施。調査から戸別 

訪問を希望された方の自宅を専門職（社会福祉士）が訪問する。  

 

○福祉介護調査と健康調査による全戸調査を実施して把握した要援護者の個 

人情報を、関係機関（行政・社会福祉協議会・地域包括支援センター）で共 

有する。  

 

○行政と社協が協力してタウンミーティングを行い、自治会に支えあい活動の 

必要性を説明。その結果、自治会において要援護者やその支援者の家が記載

された地図を作成する。 

 

②基盤支援の体制づくり 

○自治会長や民生委員などで見守りチームを構成するとともに、住民ボランテ 

ィアの他、新聞配達員、郵便配達員、水道メーター検針員、乳酸菌飲料販売 

員等と連携し、新聞や郵便物がたまっている等の異常があれば通報し、安否 

確認を行う仕組みを創設する。  
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○商店街や商工組合、地元企業、大学との連携・協力や若者の協力など、地域

人材を有効に活用し、「見守り」や「買い物支援」等を充実する取組をする。 

 

 

 
 

○団地の自治会・民生委員を中心にＮＰＯ法人を設立し、支援が必要な一人暮 

らし世帯等に対する見守りや買い物支援を実施する。  

 

○住民ボランティアに対して一定の研修を行い、一人暮らし高齢者等に対する 

定期訪問やサービス紹介等を行う。 

  

③地域の自主財源の創出の仕組みづくり 

○農家や福祉作業所等と連携し、地域の特産品を活用した製品を製造。売り上 

げの一部を事業費に充てる。  

 

○商工会と連携し、一人暮らし高齢者等に対して訪問販売や様々な生活支援サ 

ービスを提供する店舗を登録した電話帳を作成し、見守り対象者に対して配 

布。登録者から広告料を徴収し事業費に充てる。  

 

○遠方に住んでいる一人暮らし高齢者の家族からの寄付やふるさと納税を活 

用し、この事業費に充てる仕組みを構築する。  
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○共同募金や民間事業者による寄付制度の活用、募金箱や寄付金付自動販売機

の設置等を行う。  

 

安心生活創造事業・地域福祉推進市町村について 

 

 

 

３ 地域福祉推進市町村の成功事例 

（１）北海道本別町 

 人口 8,190 人、世帯数 3,839 世帯、高齢化率 33.2％、ゾーン人口 8,190

人（平成 24 年 2 月 29 日現在） 

 ①本事業の成果 

○要援護者の把握 

  在宅高齢者悉皆調査、在宅障がい重度者調査により、要援護者（ひとり暮

らし世帯等の日常生活支援が必要な方）を漏れ無く把握することができ

た。また、民生委員の個別聞き取り方法により、高齢者の回収率が９８．

４％となり、民生委員から見た支援が必要な方についても把握することが

でき、日常からの民生委員活動の向上にもつながった。 

○災害時要援護者避難支援体制の構築 

  上記調査時に、災害時要援護者の把握もあわせて行い、自治会単位での避

難支援体制の構築につながった。 

○自治会・民生委員との個人情報共有 
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  上記調査時に、個人情報提供についての同意署名欄を設け、９７．１％の

高齢者が自治会等への個人情報提供に同意。要援護者情報を自治会と共有

することにより、日常から災害時に至るまでの安否確認に役立っている。

この個人情報の共有を機に、自治会単位で個人情報取扱に係る規約の制定

が進んでいる。 

○担い手の養成・確保 

  訪問員の担い手を「生活・介護支援サポーター養成研修」により圏域単位

で実施し、１４９人が受講、活動登録者が９４人となり、福祉人材の養成・

確保の機会となった。 

○権利擁護事業への発展 

  事業を受託する社会福祉協議会が平成２３年度から法人後見実施機関と

なり、日常生活支援と権利擁護事業を一体的に行う体制が整備された。ま

た、同年度から厚労省の「市民後見推進事業」にも着手している。 

 ②残された課題・本事業に取組んで見えてきたこと 

○要援護者情報の更新 

  専任の臨時職員１名を配置し、膨大な調査結果を「地域福祉支援システム」

兼（災害時要援護者避難支援個別計画）として情報の管理・更新を行なっ

ているが、継続した職員配置が必要。 

○対象範囲の見直しと類似サービスとの統合 

  介護サービス利用者、障がいサービス利用者を対象から除外しているが、

サービス利用者の中でも「見守り（話し相手）」の利用希望が多い。認知

症高齢者に対して長時間の見守りを行う「やすらぎ支援事業」との統合、

サービス利用対象者の範囲の拡大について、今後、検討を行なっていく。 

○利用料金の設定 

  １回１時間１００円の利用者負担に対して５００円の活動費を支出して

おり、利用者の増加とともに事業費用も増加していく。また、「やすらぎ

支援事業」の利用料金も１回１時間１００円としていることから、両事業

の適正な利用者負担のあり方を検討する必要がある。 

○自主財源の確保 

  本別町個性あるふるさとづくり寄付条例に基づく「福祉でまちづくり推進

基金」が、７年間で９２０万円となり、本事業への基金充当額についての

検討を進めている。本基金のみによる事業の継続が困難なことから、一般

財源の投入により事業を継続していく必要がある。  

○介護予防・日常生活総合支援事業の導入 

  二次予防対象者及び要支援者を対象とした本事業の導入についても検討

が必要である。 

○訪問員のフォローアップ・活動受任調整 

  本年度に訪問員フォローアップ研修を開催しているが、継続した活動支援

体制の構築が必要である。また、この間、訪問員としての活動が無い方に

対するフォローアップと受任調整を行っていく必要がある。 

○引きこもり者の情報把握・支援方法 

  自治会に対して個人情報の提供を行なっている際に、引きこもり者に対す
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る調査と支援方法についての相談が複数あった。どのようにアプローチを

行い、支援が必要な方に対する支援をどのように行なっていくかが課題と

なっている。 

 ③今後の展開 

○本事業は、第２期地域福祉計画（H23～H27)における重点事業として位置 

づけており、この期間中に事業の定着化を図る。 

○対象者の把握 

調査済みの台帳情報の更新、転入者及び６５歳到達者、新規障がい手帳交

付者・サービス利用者に対する調査を自治会、民生委員の協力を得ながら

継続して実施する。 

○個人情報の共有 

本事業及び災害時要援護者避難支援計画を通じて、自治会・関係機関との 

個人情報の共有を進めてきたが、町内全ての自治会との個人情報共有・更 

新体制の構築を図る。 

○担い手（訪問員）の養成・確保、活動支援体制の構築 

利用者の増加や担い手の高齢化に対応するために、新たな訪問員の養成・ 

確保を図るとともに、訪問員との定期的なミーティングや訪問活動による

効果と課題を検証するなど、訪問員がやりがいを感じて活動を行なってい

くためのサポート体制の構築を図る。 

○権利擁護事業との組み合わせによる生活サポート体制の構築 

本事業を通じて社会福祉協議会が法人後見事業を開始し、H24 年度に「成

年後見支援センター」を設立し、権利擁護相談、市民後見人の養成と活動

支援体制整備を進めていくことから、安心生活創造事業と一体的な生活サ

ポート体制の構築を図る。 

○安定的な事業運営を行うための自主財源確保 

  安心生活創造事業の実施により、在宅生活が豊かに継続できている効果を

広く周知し、町内外に対して「福祉でまちづくり推進基金」への寄付拡大

を図っていく。 

 ④今後新規市町村に必要なこと 

○実施体制の検討・整備 

  行政所管部局、委託先所管部局における役割分担、人的配置等の検討、体

制整備が必要。特に、モデル実施期間中に担当者の変更が無いように理事

者等と調整を図るべき。 

○先行市町村の事例 

  特に、今回のモデル事業がうまく進まなかった事例（背景・要因等）を参

考とすべき。 

○地域福祉計画の策定・見直し 

   この事業を実施する市町村は、地域福祉計画にしっかりと位置づけすべ 

き。 

○定期的な情報交換の場 

   ブロック会議の開催が困難な場合、新規モデル市町村での定期的な情報交 

換の場の設定が必要。 
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（２）岩手県西和賀町 

 人口 6,703 人、世帯数 2,443 世帯、高齢化率 42.19％（平成 24 年 2 月 1

日現在）、ゾーン人口 耳取 168 人、上野々317 人、川舟 336 人、鍵飯 113 人、

柳沢 68 人 5 ｿﾞｰﾝ計 1,002 人 

①本事業の成果 

○「まごころ宅急便」の実施 

 ＜まごころ宅急便のしくみ＞ 

１）午前１０時までに社協へ電話で注文 

２）個別に注文品を取り纏め、スーパーへ注文 

３）お店で個別注文ごとに箱詰め（クール）  

４）午後１時に宅配業者がスーパーに集荷 

５）町内の発注依頼者宅へ配達：午後５時まで 

６）個別商品の支払いを宅配業者が代引き処理 

７）宅配業者のドライバーから社協へお元気情報 

○個別訪問調査を行いながら、地域の現状や個別課題がこれまでに無いほど 

明らかになってきた。 

○生活支援訪問員などの設置により、当初想定外であった多様な課題や事案

が散見されてきたとともに、個別課題の解決はもとより地域で暮らし続け

ることを難しくしている現状や今後の地域での実態に即した支援の在り

方や埋もれたニーズへの対応など、支援のメリハリを指し示してくれた。 

○これまでどちらかといえば行政等からの一方的な地域への投げかけから、

地域住民が自らの地域を考え、地域のために今後個々人が行動する必要性

があることを少しずつ意識する機会となった。 

○これまで地域懇談会などで、いくら発言しても要望しても叶わなかったこ

とが、「まごころ宅急便」など実際に実現できる可能性があることを認識

されるようになった。 

○本事業を契機に地域の取り組みの必要性が認識され、これからの新たな見

守りシステム等の導入についても積極的に協力する姿勢が生まれてきた

こと。 

 ②残された課題・本事業に取組んで見えてきたこと 

○多様化する独居高齢者等の増加に対応して、これまでのような画一的なサ

ービス提供ではなしに個別事情に即した柔軟な支援の在り方を検討する

必要がより強まってきている。 

○地域で継続した暮らしを希望する基盤支援を必要とする方々の増加に対

応して、見守りや相談支援、買物支援など生活を支える総合的サービスの

構築が求められる。 

○中山間地域等での急激な人口減は、長年維持してきた最小限の地域コミニ

ティまでも崩壊させ、まさに限界集落化の様相を呈してきている。そのよ

うな中、従来の近隣住民による見守りや支え合いの仕組みだけでは補完で

きなくなっており、地域から離れて暮らす子供たちや親戚、そして多様な

セクターの参入や新たなシステムの導入など、これまでの見守りシステム
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等の概念を 180 度転換したものも生み出す必要も出てきている。 

○行政サービスにかかる限られた財源を考えると、これまでのように地域で

の支援を要する方々への多様な支援については、全て無償での提供では、

自ずと限界が見えてくる。何らかのかたちで、本人もしくは、親族等から

の応益・応能負担を理解していただきながら求める必要が出てきた。 

 ③今後の展開 

地域で安定した生活が継続できるように、制度の狭間を埋める多種多様の

きめ細かい日常生活支援を地域住民と協働して取り組んでいきたいと考え

る。 

これまで長い間住み慣れた地域で健やかに暮らし続けたいという願いは、

地域の誰しもがもっている希望である。しかし、昨今の社会情勢にみられ

る高齢化や人口減・過疎化の進行は、長年住み慣れた地域での生活さえも

危ぶまれる状況を生み出している。 

  そんな中であっても、願いを可能ならしめるために何が必要かという視点

にたって取り組んだ本事業でしたが、地域で支援を要する方々へのきめ細

かい膝詰めの聞き取り調査や、それを基にした課題（ニーズ）把握からこ

れまで漠然と捉えてきた地域での多様な課題が鮮明になり、それらの課題

に対して地域懇談会等を通じて多くの住民から「今自分たちできること」

「解決のために何が必要か」「地域住民としてどの部分を担えるのか」

等々、多種多様な生の実効性ある多くの意見が出されたことは、本事業の

実施云々にかかわらず、これからの地域づくりや地域で支える仕組みづく

りの上からも極めて有意義であったと考える。 

  特に、本事業の訪問調査、地区懇談会から発生した本町での≪買い物支援

事業「まごころ宅急便」≫は、買物難民を救う一助としてマスメディア等

に大きく取り上げられ、全国的に広がりつつあるとともに、東日本大震災

で発生した大津波の被災地（本県の大槌町 8 月１日開始／釜石市 11 月 25

日）での買い物支援事業として仮設住宅等で暮らす方々の一助になったこ

とは確か。 

  これからの地域での要援護者等の生活支援を進める時に、従来通りの型に

はまったものの考え方や過去の慣例に捉われているだけでは前に進まな

いこと、新たな発想や多様なセクターの参入を視野に取り組む必要性があ

ることを強く感じさせられた。 

 ④今後新規市町村に必要なこと 

  早めに、何を支援すべきか。見守りか。買い物か。日常の足か。ポイント

を絞って、何に取り組むかを決めることが大事と思われる。 

  

（３）秋田県湯沢市 

 人口 51,588 人（平成 24 年 1 月 31 日現在）、世帯数 18,269 世帯、高齢

化率 31.7％、ゾーン人口 東小 4,573 人、西小 10.368 人、山田 4,527 人、

弁幡岩 7,361 人、三須高 4,670 人、稲川 9,514 人、雄勝 7,907 人、皆瀬 2,668

人 

① 本事業の成果 
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○課題の把握 

これまで把握出来なかった問題や課題について地域に入り込めるようにな

ったことで、地域に埋もれていた多くの課題が見えるようになってきた。                                                             

○地域住民の福祉に関する関心の高まり 

住民や福祉関係者への説明・研修を目的に「地域福祉セミナー」を年間３

～４回実施したことで、この事業への関心と継続の必要性についての理解

が浸透した。 

  皆瀬地区では、工夫されたサロン活動で、引きこもり防止や安否確認がで

きている。また、サロン活動の延長から、地域で困っている方に何かする

ことはないか考え、新たな支えあいへの取組みとして、生活サポートシス

テムを立ち上げ、地域住民の意識を高め支援につなげている。                                                                        

○関係機関の連携 

エリア担当の CSW が多くの課題に向き合ったことで、本当の意味での医

療・保健・福祉の連携、あるいは、弁護士・司法書士などの専門機関との

関係が深まり、日常の相談支援活動にも活かせるようになった。                                                                                

○要支援者マップの更新 

移り変わりの早いマップの内容について、地域住民が自主的に見直し、作

業を進める町内が増えてきている。 

○対象者の安心・安全へと繋がったこと 

昨年度から今年度にかけて、震災に対する不安が大きく、冬は豪雪による

除雪・雪下ろしへの心配、夏は猛暑が続き熱中症の注意喚起、訪問販売や

振り込め詐欺等不安要因が多かった。訪問員（サポーター）が定期的に訪

問することで、一人でいる寂しさ・不安から安心に変わり、また、サポー

ターが馴染みがあるという信頼から相談し易く、対象者が「安心」「安全」

「喜び」を口にするようになった。 

【安心生活創造事業各チーフより】 

○この事業を実施してきたことで、特に行政・社協・地域包括支援センター・

施設等が、どのような事業・役割を担ってきたかを、会議・セミナー・ケ

ース検討会・各種研修会等を実施したことや、各機関が連携し、抜けもれ

のない支援体制の構築に取り組んだことで、改めて分かったことも多く、

それぞれの立場を理解出来る最良の機会であった。また、住民のほとんど

が「この事業は必要である」と言っていただけることが、事業の継続を願

う気持ちと更なる事業推進への期待と考え、今後も市民全体で取り組みを

進めていく必要がある事業だと考える。最後に、東北・北海道ブロックで

モデルとなった市町村関係者との情報交換や交流も、事業で壁にあたって

いる時には心強かったことも報告に付け加えさせていただきたい。 

○この事業に取り組むことで、地域の課題が見え、また利用者のニーズがわ

かりとても良かった。今までは、元気に生活され大丈夫と思った方も、実

際訪問すると、困りごとや寂しさを感じる方もおり、見守り活動の重要性

を再認識した。 

○訪問員による一定頻度の訪問は、実態把握と関係作りにおいて有効であ

る。民生委員の関わり方とも似ているが、あえて自分の地区の民生委員に
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は相談したくないという方もおり、人を支えるという視点から、非効率的

と捉えるより、重層的な関わりを持つというプラス面を押したいと思う。 

○この事業を展開することで、対象者の生活を支援し「安心感」を持ってい

ただいたことは確かである。在宅介護支援センターとして地域に関わり、

一人暮らし・二人暮らし、日中一人世帯、見守り傾向の高い対象者は増加

しているが、見守りや安否確認などの支えあいと生活を応援することで、

今まで住んできた自分の家で暮らすことが可能である。誰もが住み慣れた

地域で生活が継続できるように、「安心した生活を創造する」だけの事業

でなく、地域を支える新しい取り組みを具体化する必要がある。そのため

にも、人との関わりを大切にし、「住民・行政・社会福祉協議会・各関係

機関」全てがもっと、自分の地域に、そして湯沢市に関心を寄せて欲しい。 

② 残された課題・本事業に取組んで見えてきたこと 

 ○要支援者マップの更新 

湯沢市は、市内全域を対象として取り組んできているが、町内の福祉員に

よっては、マップの見直し作業に取り組めないところもあり、災害時を想

定すると不安が残る。                                                                            

○専任の CSW の配置 

本来、この事業でいう CSW については、出来るだけ専任で地域福祉課題に

集中して対応できる体制が必要であるが（地域福祉課題の把握を丁寧に行

うと困難ケースがどんどん出てくるため）、当湯沢市では、専任の CSW を

雇っていないために、全て兼務で対応している。仕事量が増え、職員の肉

体的・精神的な負担が増大している。 

○情報のシステム化 

移り変わりの早い要支援者情報について、訪問員の報告や町内における自

主的な更新作業の報告により、マップに付け加えたり削除したりと日々更

新作業をしているが、膨大な情報量を実施機関・行政とどう共有し、デー

タ化・管理・活用していくか検討する必要がある。 

○財源の確保 

○対象者の範囲見直し 

疾患（糖尿病・心臓病等）、男性独居者等を含む必要がある。 

○チーフ、サポーター（訪問員）のフォローアップ研修の実施 

 ③今後の展開 

 ○介護保険の「地域支援事業」により安心生活創造事業を継続していくこと

を考えている。日常生活圏域ニーズ調査で把握された要援護者情報を基

に、在宅介護支援センター及びサポーターによるきめ細やかな訪問活動を

実施する。 

【安心生活創造事業チーフより】 

○湯沢市では、市内全域を対象としたために、旧市町村を対象とする地区ご

とに対応の仕方が違う部分（実施機関により得意な部分、不得意な部分が

ある）もあり、市内のどの地域に暮らしていても同様の対応が出来るよう

にしていかなくてはならない。                                                                     

また、地域住民が福祉に関心を持ち、自主的な見守り活動やサロンなどの



安心生活創造事業成果報告書（案） 

 

23 
 

交流事業を実施していくなど、行政と他機関の事業との両輪がかみ合うこ

とでより効果的な取り組みになると考えられ、今後も継続して小地域福祉

活動の推進を目指した事業を進めていく必要がある。 

④ 今後新規市町村に必要なこと 

 ○モデル後の財源については、３年間の努力により、住民や行政が必要性を

理解して「この事業費を何とかしなくては」と思えるような企画を練った

うえで、事業を進めていくことが第一である。ぜひ、最初のモデル市町村

の事例から、自分たちの市町村に合うものを参考にして、取り組んでいた

だきたい。 

○一部地域ではなく、市全域で取り組むこと。 

○市民や他機関に事業内容を周知させ取り組むこと。 

 

（４）栃木県大田原市 

 人口 74,842 人、世帯数 28,354 世帯、高齢化率 21.96％（平成 24 年 1

月 1 日現在）、ゾーン人口 10,829 人 

①事業の成果 

  自治会毎に見守り隊を組織し、自治会長、民生委員児童委員、福祉委員、

公民館長が中心となり、各隊で見守り対象者の「見守り支え合いマップ」

を作成することにより、情報の共有が図られ活動の気運が高まり、見守り

や買物支援に加え、福祉サービス提供、介護保険認定申請など地域包括支

援センターと連携し専門機関につなぐ役割も担い、単に見守りだけでなく

安心生活創造事業を超えた日常生活の取組みにも成果があった。 

 ○見守り支援 

市内の３地区（地区社会福祉協議会）で、「見守り隊」が発足し自治会長

が隊長として、自主事業として活動を開始された。また、一般住民多数が

隊員（見守りボランティア）として活動に積極的に参加している。 

 ○異常時の早期発見時間の短縮（訪問時に隊員が発見、早朝に新聞配達時に

発見など･･･） 

見守り拒否者が、3.11 地震の際に訪問したら心を開きつながり力が回復し

た。 

  対象者からの感想、事業のお知らせを、見守り隊便り、大学ボランティア

の見守り応援隊だよりとして作成し隊員が直接訪問時に配布している。さ

らに、一般世帯に回覧し事業内容を広報している。 

 ○関係機関との連携 

  自治会毎に見守りや買物支援活動を行い、その活動地域にある郵便局、新

聞店、警察、消防、商工会、ヤクルト販売店、水道検針員、学校、ボラン

ティア協議会、国際医療福祉大学などと「安心生活創造事業の協力に関す

る協定書」を締結し、「認定書」を交付し関係機関の日常業務の中ででき

ることを連携して活動を支援していただけることになった。 

 ○買物支援 

  要支援者から注文を受けた地元商店会が配達する仕組みを試行中。 

  セブンイレブンに協力を要請し、指定ゾーンを中心に移動販売を開始して
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くれた。 

  買物ツアーは、大学生ボランティアに協力いただき、世代間交流の機会に

なっている。 

 ②残された課題・本事業に取組んで見えてきたこと 

○遠方にいる見守り対象者の家族との理解と連携が課題の 1 つであり、隊員

が見守りや買物支援、日常生活の支援をすることで、当座の不安や課題を

軽減することはできるが、対象者が求める家族とのつながりを強める方策

も重要になっている。 

 ○3.11 地震により災害時要援護者登録が少しずつ増加しているものの、手上

げ同意方式で進めているが、手を上げなられない人もおり、だけど登録が

必要と思われる方の情報はあるので、今後個別訪問により丁寧に説明して

いきたい。 

 ○訪問した際の困難ケース等を担当係だけで解決は困難であったため、包括

支援センター、高齢者・障害者担当社会福祉協議会で、高齢者ネットワー

ク会議をつくり情報の共有や意見交換が必要であった。 

○日常生活のための外出（買物）に利用できる交通機関が、本市は不十分（限

定されたバス路線しかない）なため、自家用車の運転ができない方、高齢

や障がいのため運転できなくなった方から、交通手段の充実を求める要望

があり、いわゆる交通弱者対策が課題として浮き彫りになっている。 

 ③今後の展開 

安心生活創造事業は、平成２１年度から継続して国のモデル事業として、

すでに黒羽地区、佐久山地区、紫塚地区の３地区で見守り活動や買物支援

などの活動を進めてきました。 

   安心生活創造事業は、２３年度をもって国庫補助は打ち切られますが、

本市市長からは本事業の必要性と事業の効果からみて有効であり、高い評

価を受けており、２４年度以降についても市単独事業として、継続して実

施することを確認し、財源は福祉基金を充当し平成２４年度当初予算に計

上しております。 

   ２４年度も新たに２地区を追加指定して、実施地域を拡大するととも

に、残り７地区社会福祉協議会等についても、３年～４年の間に取組んで

いただき、順次地域を拡大し、最終的には平成２８年度には、市内のすべ

ての地区において、安心生活創造事業を着手する計画であります。 

   そして、この安心生活創造事業を、地域住民の相互扶助として、地域・

地縁の復活となる、見守り活動と買い物支援のため、安定的・継続的な仕

組みづくりを地域の皆さんとともに進めて参りたいと考えている。 

 ④今後新規市町村に必要なこと 

○単身世帯が急増している現状や日常生活、孤立等の実態について調査し、

重要な福祉課題として地域でどう支えるかを丁寧な説明を通し、問題意識

を高めてもらう。 

 ○本市ではモデル地域を指定して進めて行く上で、地域を良く知っている、

地域に住む方を主任として雇用し、主任が地域住民の代表として行政のパ

イプ役として、また、地域からの相談役として、対象者からの声を迅速に
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活動に反映させるうえで重要な役割を果たした。さらに、住民代表として

の主任が活動に関わることで、一般住民に住民参加型の活動であると理解

された。 

○事業を進めて行くと個人情報の壁にあたるが、個人情報の考え方は地域ご

とに違うため丁寧に進めないとお互いの信頼がなくなる。(情報共有を図

るためには、データベースの構築、GIS の導入を積極的に行うのが良いが、

分かりやすさと同時に緊急時の対応と平時の守秘義務への理解促進が欠

かせない） 

○いわゆる顔が見える活動を行なうこと。活動従事者と対象者が顔を合わ

せ、対話をすることから信頼関係の構築ができ、いざというときの支援も

やりやすくなる。 

○対象者を訪問すると「サービスを利用したいけれど、どこへ相談したら良

いか分からない。」という声をよく聞く。よろず相談窓口的な、いわゆる

ワンストップサービスに取り組むことを推奨する。 

 

（５）埼玉県行田市 

 人口 86,623 人、世帯数 33,460 世帯、高齢化率 23.1％、ゾーン人口

86,623 人（平成 24 年 2 月 1 日現在） 

①事業の成果 

行田市では、地域安心ふれあい事業という名称で、地域支援者による「ふ

れあい見守り活動」と支援が必要な高齢者等の日常生活を支えることを目

的とした有償ボランティア制度である「いきいき・元気サポート制度」を

推進している。 

    これら事業を展開していく上では、市民への周知はもちろんのこと、地

域支援者の理解と協力が不可欠であったことから、地域公民館ごとに各地

域支援者や関係機関を集め地域課題等について考える「ささえあいミーテ

ィング」を実施した。事業の説明や協力依頼をしていく中では、例えば自

主防災組織や災害時要支援者対策、いきいきサロン、老人クラブなど様々

な地域活動と関連しているとの指摘を受けたことや、吸い上げた地域課題

が多岐にわたっていたこともあり、それらに複合的に対応するため行政内

部の連携強化を図ることができたことなど、様々な気づきや組織連携の構

築等にも寄与したものと考える。 

   また、地域安心ふれあい事業実施前は災害対応策として平成１９年度か

ら実施していた災害時避難行動要支援登録制度が手上げ方式ということ

もあり、登録者が少なかったものが、登録制度そのものが日頃からの声か

けが災害時での支援につながることから、ふれあい見守り活動と関連づ

け、ニーズ調査と同時に周知したところ、登録者が大幅に増えた。 

  個別の事業から見てみると、ふれあい見守り活動では、もれのない見守り

体制を構築するために、自治会ごとに「支え合いマップ」を作成すること

をミーティングで提案し、全自治会（１８６ヶ所）で地域支援者により作

成することができ、そのマップには、災害時要支援登録者も落とし込み、

ふれあい見守り活動と関連して実施することで、日常的な支えあいと災害
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時の支援について地域におけるもれのない見守り体制の構築に繋げるこ

とができた。 

   一方のサポート制度では、高齢者をはじめとした要支援者へ日常生活の

基盤支援体制が確保できたこと、また、地域での多くの支援者の掘り起こ

しが行えたことは今後の地域福祉を進めていく上ではとても貴重な資源

の確保に寄与したものであるといえる。 

   地域安心ふれあい事業にかかるささえあいミーティングや事業を推進

する中で、地域支援者への働きかけや協力等も呼び掛けることで、地域で

の意識等も変化し、地域内で心配な人がいるとのことで自治会長やサポー

ター等から相談が寄せられるケースも出てくるようにもなった。 

   こうしたインフォーマルなサービスと公的サービスとが相互に連携し

総合的に支援していくことは重要であることから、平成２３年には（仮称）

地域安心ふれあい総合センター設置の検討に向けた庁内プロジェクトチ

ームを設置し、総合相談支援体制及び地域福祉推進について検討してい

る。 

   今後は、更に検討を重ね、誰もが安心して生活できる地域づくりに繋げ

られればとよいと考える。 

 ②残された課題・本事業に取組んで見えてきたこと 

○地域の支え合い、助け合いは限られた地域支援者だけで行うものではな

く、昔ながらの「向う三軒両隣」の考えが必要である。市民全体に地域支

え合いの重要性をいかに醸成していくかである。平成２０年度からささえ

あいミーティングを実施してきたが、自治会長も毎年３分の１が交代し、

マップの更新も含め自治会内での引継ぎについて行政、社会福祉協議会が

根強く関わっていかないと意識の浸透が難しいと感じる。また、地域性が

あるのはそれが個性ではあるが、先進的な取り組みについては事例紹介を

行っていくことも必要と考える。 

○社会福祉協議会には市から多くの事業委託をしており、本事業も一部委託

している。今後、社会福祉協議会が地域福祉の推進が充実できるよう行政

も様々な点で事業見直しをする必要がある。 

 ○高齢者の見守りネットワークとして、電気、ガス、新聞配達、銀行などが

あるが、もれのない体制づくりとして、企業の CSR との連携も重要である

ことから、新たに安心・安全なまちづくりを目指したネットワークを構築

する必要がある。（平成２４年３月ネットワーク会議開催。） 

○地域には、地域活動等に興味を持ってはいるものの参画できないものが多

くいる。こうした方の掘り起こしと活用について検討していく必要があ

る。 

 ③今後の展開 

地域福祉を推進していく上で、行政内が縦割りでは市民ニーズに対して総

合的に支援ができないと考える。よって、現在のふくし総合窓口を拡充し

た（仮称）地域安心ふれあい総合センターの設置検討を引き続き行う。ま

た、社会福祉協議会との連携をさらに強化し、マップを手法とした地域づ

くりを行い、支え合い、助け合いの地域社会を構築していく。制度の谷間
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の問題もあることから、民間企業とのネットワークも強化し、支援が必要

な方々が地域で安心して暮らせるよう取り組んでいく。 

③ 今後新規市町村に必要なこと 

  縦割り行政の弊害とよく言われている。地域には様々な課題や社会資源が

ある。地域づくりを行う上では、行政は部局を超えた連携がないと住民か

らの理解が得づらいと考えられる。また、行政と社会福祉協議会の役割を

明確に示し、連携強化が必要と考える。 

 

（６）千葉県鴨川市 

 人口 36,328 人、世帯数 15,810 世帯、高齢化率 31.1％、ゾーン人口 

5,341 人（平成 23 年 4 月 1 日現在） 

①本事業の成果 

鴨川市では、鴨川市社会福祉協議会（提供主体）を中心に住民と協働する 

中で福祉意識を高め住民主体の地域づくりを目指して取り組みを実施。ま

た、「見守り=顔の見える関係作り」と「福祉でまちづくり」の視点を大切

にしながら全ての事業を展開。 

１）支援者の把握 

全戸訪問アンケート調査、 見守り支援マップ 

２）見守りなどの仕組みづくり 

生活・介護支援サポーター養成講座実施し、生活支援・介護予防サポータ 

ー「なの花サポーター」発足、サロン新規開設、地区社協の活動を見直し、 

内容を充実（世代間交流、警察からの呼びかけなど）、防災訓練・意見交 

換会 

３）新たな自主財源の取り組み 

 「かもがわ おひさまの マーマレード」（寄付金 100 円含む）、イオン

グループ黄色いレシート、寄付金機能付きの自販機設置（５カ所）､鯛ポ

イントカード、江見中学生によるなの花募金箱 

４）福祉意識の向上に向けた講演や取り組み 

○社協コーディネーターによる講演会を実施 

    (中学校、公民館、医療機関、ボランティア連絡協議会などで講演） 

○NPO 法人地域福祉研究所による地域福祉実践研究セミナー実施 

(2011.8.26～28) 

○アドバイザー（大橋謙策氏）による医療・介護・保健・福祉の専門職向け  

講演会(2012.12.1) 

○地域内活動交流（城西国際大学生の交流、サロン同士の交流、サポーター 

同士の交流など） 

○サロン時など保健師や地域包括支援センターなどによる広報活動 

○広報紙、新聞掲載など 

②残された課題・本事業に取組んで見えてきたこと 

○移送手段確保の仕組み  

○若い世代へ周知  

○新たな自主財源の目標額到達に向けて  
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○人材育成と組織強化  

○見守り情報の一元化の仕組み 

③今後の展開 

○事業を全市に広げたいと考えている。 

○継続性と発展が課題 

○組織体制：個別支援と地域づくりの視点を持つコーディネーターの配置 

○事  業：他事業や地域福祉活動との調整 

      隣近所の見守り体制づくり  

      「福祉でまちづくり」の取り組み：商店へよびかけ  

      法人後見・遺贈の仕組みづくり                                                                                                                 

○自主財源：目標額の達成  

○予  算：事業費確保(市予算計上）  

 ④今後新規市町村に必要なこと 

 ○市としての福祉行政の方向性(柱､ビジョン､ミッション) 

○福祉企画力・機動力のある人材確保または育成 

○地域づくりに向けた地域包括支援センター、保健師、社協の見直しと協 

働の仕組み 

○専門職・行政による福祉の視点だけではなく、住民目線の協働のまちづ 

くりの視点が大切 

○実施者は住民自身が考え活動出来るよう支援する視点が大切。 

○継続性 

○広報の工夫 

 

（７）神奈川県横浜市 

人口 3,688,773 人、世帯数 1,583,889 世帯、高齢化率 20.0％（平成 22

年国勢調査）、ゾーン人口 旭区旭北 約 23,000 人、栄区公田町団地 約 2,000

人 

①事業の成果 

行政や社協ではなく自治会等由来のＮＰＯに事業を委託し、事業３原則

に取り組んだ。 

見守りは、出向いて見守る戸別訪問に加えて、対象者に出向いてもらう

買物支援・食事提供とセットで行うことが有効だった。行政や地域包括支

援センターだけでは取り組みにくいノウハウが蓄積できた。 

   一戸建ての地区への見守り活動については、集合住宅エリアで通じる手

法とは異なる工夫が必要であることがわかった。一戸建てエリアと比較し

て集合住宅エリアは、エリアと住民が限定され、住民層も似通っており、

住居が密集していることから、効果的で効率的な見守り活動が行いやすか

った。 

 ②残された課題・本事業に取組んで見えてきたこと 

○＜対象者の把握＞支援対象者をもれなく把握するには、行政が保有する個

人情報の活用が効果的であるが、それを活用する団体の存在が、住民に認

知され、期待されていることにより、その効果が更に増す。ただし、居住
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実態と住民票が一致していない人もおり、行政が保有する個人情報も万能

ではない上、「見守り＝高齢者」というイメージから、孤立死が少なくな

いともされる単身壮年男性等へのアプローチには不適。さまざまな地域性

と支援対象者層を想定した重層的な把握方法が必要。 

○＜支援体制＞地域ぐるみで対象者を支援するには、関係機関同士がネット

ワークを構築し、一定のルール下で、情報共有と役割の分担と補完ができ

ることが重要。団体の活動が継続されるためには、人材の確保と育成に対

する支援も必要。 

○＜地域による財源確保＞地域住民の熱意によって支えられている団体が、

自主財源確保を第一にすることなく、効果的な見守り活動を続けられるよ

うにするには、拠点の利用料と社会福祉士等の専門職の人件費に対する公

費投入は避けられない状況。 

③今後の展開 

  本事業は当初の予定通り、23 年度で終了とし、事業の継続は NPO の意向に

よるものとする。本事業で得られたノウハウを他の地域の見守り活動を行

う団体等にも伝承できるようにしていく。 

④ 今後新規市町村に必要なこと 

時限付きのモデル事業なので、３年後の継続・収束の見通しをもちつつ、

事業に取り組んでいただいた地域関係者、見守りを受けた支援対象者に御

理解をいただきながら進める必要がある。 

 

（８）富山県氷見市 

 人口 52,329 人、世帯数 17,361 世帯、高齢化率 30.7％（平成 24 年 2 月

1 日現在）、ゾーン人口 朝日丘校区 5,231 人、久目校区 1,527 人 

 ①本事業の成果 

○本市のモデル地区において、地域特性を活かしながら住民の主体性に基づ

いた生活支援サービスを開発し、自立した運営を実現することができた

（市全体としての生活支援サービスの開発）。 

 ・朝日丘…外出支援＋なんでも相談所の開設及び運営 

 ・久目…買い物支援、外出支援＋久目地区相談室の開設及び運営 

 ・市全体…老人福祉センター寿養荘の利用者に対する買い物支援サービスの

実施                                 

○潜在的なニーズの把握方法を確立できた。 

  従来の調査や地域福祉活動によるニーズ把握に加え、自治会の協力を得

て、班単位に情報通な人をピックアップしていただき、民生委員がニーズ

を聞き取りする。（朝日丘）                                               

○新たな専門職・行政間のネットワークを構築できた。 

  子育て支援を考えるネットワーク及び障害児（者）支援のネットワークを

構築することができた。                         

○地域住民と専門職・行政の協働による総合相談支援システムの構築を、本

市の主要施策の位置づけとして第３次氷見市地域福祉計画に掲げること

ができた。 
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  本事業の期間中には総合相談支援システムを構築することはできなかっ

たが、今後もこのシステム構築について市全体で検討していくことが明確

になった。 

 ②残された課題・本事業に取組んで見えてきたこと 

○身近な地域での相談窓口の重要性 

  生活支援サービスの開発の両輪として、地域住民による相談窓口の設置

が、地域力（情報を把握する力、課題を解決していく力、専門職・行政に

つなげる力等）を高めることが確認できた。                                                           

○買い物支援を視野に入れた外出支援の重要性 

  住民ニーズとしては、買い物支援サービスを実践していくと将来的な事

（通院等）も考え、外出支援がすべてを包括することがわかった。                                                        

○分野（高齢、障害、児童）間における格差の判明 

  地域住民との連携を視野に入れた専門職間の連携体制を整備する場合、分

野（高齢、障害、児童）間で、制度に基づく専門職の配置人数、資質（支

援）、研修機会などに格差があることが明らかとなった。 

○総合相談支援体制を実現する場合、住民、各種専門職（機関）及び行政を

つなぐコーディネート機能の必要性並びにその機能を持続可能にするた

めの財源（主に人件費） 

 ④今後新規市町村が必要なこと 

○自治体の持つ資源等（強み）と課題（弱み）を明確にし、資源等を活かし

たフレームを掲げながら一つひとつの課題に対する取り組みを検討して

いく。  

○事業展開の柱となる担当者及びその組織のリーダーシップの下で、多くの

専門機関、地域住民を巻き込む。 

 

（９）愛知県高浜市 

 人口 45,859 人、世帯数 17,726 世帯、高齢化率 17.1％、ゾーン人口

45,859 人（平成 24 年 2 月 1 日現在） 

① 本事業の成果 

 ○毎年、民生委員の協力を得ながら、市内のひとり暮らし高齢者のニーズ把

握を行うようになった。 

○把握した情報をデータベース化することができた。 

○これまで、なかなかアプローチすることができていなかった、「福祉サー

ビス利用者以外の方で気になる方」について、ＣＳＷや民生委員、その他

専門職の訪問による状況確認ができた。 

○市社協に配置したＣＳＷを中心として、行政の関係部署、地域包括支援セ

ンター、社協、日本福祉大学等が集まり、困りごとを抱えた方の情報の共

有や進め方を話し合う場として「地域連携会議」を開催することができ、

ネットワークの構築につながった。 

○地域における、「支え手」の人材発掘ができた。 

○買い物支援を行う地元スーパーとのつながりができた。    

 ②残された課題・本事業に取組んで見えてきたこと 
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 ○地域福祉の財源確保に取り組んではいるが、効果的なものにはなっていな

い。                                   

○地域における支え手として「生活支援ｻﾎﾟｰﾀｰ」を養成したものの、その後

十分に活用が図れていない。 

○地域の関係者が集まり、困りごとを抱えた方についての話し合いを行う場

であるネットワーク会議について、今年度中には開催予定であるものの、

十分に開催できなかった。 

○個人情報の取り扱いについて整理が十分にできなかった。 

 ③今後の展開 

 ○本事業のような、公的なサービスではカバーできない見守りやちょっとし

た支援は、高齢化社会を迎える今、ますます必要となってくる取り組みで

あるし、常日頃のつながり、支え合いが災害時にも力を発揮することなど

を考えると、今後とも力を入れて取り組むべきだと考えている。 

 ④今後新規市町村に必要なこと 

 ○近年、全国的に見守り等の必要性が言われているため、既に地域では自主

的な取り組みとして実施されているところが数多くあると思うが、行政と

してはそうした既存の取り組みを否定せず、むしろうまく活用し、そうし

た取り組みをつなげて行く（ネットワーク化）といった視点で取り組むべ

きではないか。 

  

（10）三重県伊賀市 

 人口 99,158 人、世帯数 39,617 世帯、高齢化率 27.0％（平成 24 年 1 月

31 日現在）、ゾーン人口 4,169 人 

 ①本事業の成果 

○地域福祉計画に基づく総合的な地域福祉の推進 

社会福祉協議会・市の連携が強化され、それぞれの推進における役割が明

確になった。 

○圏域を重視した「支援のしくみ」の構築 

１）生活実態調査による現状と課題の把握 

モデル地区エリア全世帯主を対象に、生活実態調査を行うことで、住民の

潜在的なニーズを把握することが出来、自治協運営部（自治会長含む）の

中に危機感が生まれ、見守り支援体制構築に向けての士気が高まった。 

２）地域ケアネットワーク会議の開催 

多様な人材の参加（自治協・企業・行政・社協等）を得ることにより、住

民自治協議会内で、情報交換や課題共有を行うことが出来た。またその結

果、自治協内で取り組むべきことの整理も出来、自治会を超えての支援の

しくみを検討する場を構築出来た。 

３）情報共有の推進 

今まで、自治会長・民生委員・近隣・専門職等、それぞればらばらに把握

していた情報を地域会議や地域ケアネットワーク会議の場が構築されたこ

とにより、整理を行えたと共に、情報共有を行う場が出来た 

○地域福祉活動を支える人材育成 
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今まで伊賀市社会福祉協議会が開講して来た各種養成講座を市民ふくし大

学として統合し、専門的な知識をもったボランティアを養成すると共に、

各地域でも見守りに対する関心が高まり、地域主導で見守り支援員の養成

を行う等（「ご近所みまもり隊養成講座」）マンパワーが充実した。 

 ②残された課題・本事業に取組んで見えてきたこと 

○市民の課題 

住民自治協議会と自治会や民生委員などの連携を更に強化する。 

担い手の高齢化に備え、キーパーソンの発掘及び働きかけ。 

○社会福祉協議会の課題 

身近な地域での地域福祉活動を活性化するためには、主任チーフ（社会福

祉士）が行っていた調整機能や情報支援が不可欠である。 

地域で安心して暮らし続けるための新たな課題への対応。（例：保証問題） 

○市の課題 

総合相談支援体制の構築 

地域福祉計画に基づいた総合的な地域福祉の推進 

この事業を実施することにより、住民がご近所同士の支え合いや見守りの

重要性を再認識し、ご近所同士で見守る体制を作らなければいけないと、

矢持地区ではご近所みまもり隊養成講座を開催し、また上野西部地区では

各自治会に福祉協力員を配置したことは大きな成果と言える。 

しかしながら、見守り拒否者や、遠方に住む子ども達から、悪質商法等の

トラブルに巻き込まれてはいけないので、家の鍵をかけておくように言わ

れたり、電話にでないように言われている方々の見守りや援助支援をどの

ように行って行くか等課題がある。 

遠巻きの見守りや、自分発信での見守りを地域で話し合うことの重要性を

再認識しながら、住民・行政・社協３者協働したしくみ作りが大切である。 

③今後の展開 

伊賀市地域福祉計画にのっとり、市民・事業所・社会福祉協議会・市それ

ぞれの役割を明確にし、総合的に地域福祉を推進することが必要であると

考える。 

 ④今後新規市町村に必要なこと 

○住民主導 

「ニーズのないところにサービスはありえない。」 

しかしながら、サービスを充実させすぎると、現在「家族」から受けてい

る支援も受けられなくなる可能性があるので、何を基本とし進めるのか精

査する必要がある。 

○地域福祉計画の策定 

市としての福祉の方向性を明確にし、庁内連携を強化する。また、社会福

祉協議会との連携を確立し、役割を分担しながらともに地域福祉を推進し

ていく。 

 

（11）三重県名張市 

 人口 82,552 人、世帯数 32,490 世帯、高齢化率 24.1％、ゾーン人口  
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名張地区 6,553 人、青蓮寺百合が丘地区 7,726 人（平成 24 年 2 月 1 日現在） 

①安心生活創造事業に取組む背景 

名張市では、平成 15年から「自分たちのまちは自分たちでつくる」とい

う都市内分権を進め、地域への補助金制度を廃止し、「夢づくり交付金」

という制度に切り替えることで地域に必要な事業は地域が決めるという取

組を進めてた。これにより、全市的に行われていた慣習的な事業が廃止さ

れ、地域の特色にあった新事業を展開し、地域のために地域が必要な事業

を行い、地域で暮らす目線にあわせた自主・自立のまちづくりが進められ

てきた。 

   福祉行政としては、地域づくりと一体的に地域福祉を推進するため、市

内 15 箇所の公民館等に｢まちの保健室」を開設し、訪問活動や地域福祉活

動支援、福祉機関との連携を行ってきた。 

   安心生活創造事業は、これらの基盤をさらに発展・強化させるとともに、

住民を主体にした地域の取組を地域と一緒に考え、地域住民が主役の仕組

みづくりを推進、実感できた。 

   名張市は、大阪のベッドタウンとして人口増加を続けてきたまちであ

る。地元住民はもちろん、名張を第二の故郷として選んだ方々の、「生涯

この地で住み続けたい」という気持ちが地域での支援の取組という形とな

って実現していく。今後も地域のネットワークや民生委員児童委員のご活

躍を側面的に支援していくことが行政の役割として重要だと考えている。 

① 本事業の成果 

〇有償ボランティアの立ち上げ 

・市内２つの地域（名張地区と青蓮寺・百合が丘地区）を選定し、地域づく

り組織（住民組織）主体の有償ボランティアの立ち上げに取り組んできた。 

・先進地への視察、アンケート調査によるニーズ把握、定期的な勉強会の開

催等により、地域ニーズに対応できる仕組みの構築を目指してきた。 

・地域の課題や特性を踏まえ、名張地区では「見守り支援」を主とする体制

づくり、青蓮寺・百合が丘地区では「生活支援」を主とする体制づくりを

進めている。 

〇地区保健福祉センター「まちの保健室」の CSW 機能の向上 

・名張市では、地域包括支援センターのブランチとして、市内１５の公民館

等に地区保健福祉センター「まちの保健室」（保健・福祉の専門職２名）

を設置し、ワンストップの総合相談支援や一人暮らし高齢者等への見守り

活動を行っている。 

・安心生活創造事業においては、こうした要支援者への「個別支援」に加え 、 

要支援者を地域が支え、その地域を支えられるような「地域支援」に着目

した取組（まちの保健室における「コミュニティ・ソーシャルワーク（CSW）」

の向上）を進めてきた。 

・具体的には、これまで蓄積してきた個々の事例検討を行い、コミュニティ・

ソーシャルワークに資する実践・スキルの共有化を図るとともに、報告書

（事例集）や支援マニュアルの作成に取り組んできた。 

② 残された課題・本事業に取組んで見えてきたこと 
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〇元気なうちから関わること 

早期に必要なニーズを発見し、問題が深刻化する前に対応を行うためには、

民生委員児童委員やまちの保健室が元気なうちから地域住民に関わること

が重要となる。 

〇「支える側」の厚みの確保 

高齢化の進行に伴い、ますます医療や介護ニーズが増大・多様化すること

が予想されており、公的サービスでは対応できないような生活課題も顕在

化している。こうした中、地域における「共助」の仕組みを重視し、「支

える側」の厚みを増すような取組を進めることが必要となる。 

〇支援のためのネットワークづくり 

地域における生活課題に対しては、支援者や支援方法を限定することなく、

関係者が連携を図りながら、柔軟に対応することが求められる。このため、

支援の起点を要支援者本人に置き、生活課題を解決するためのネットワー

クづくりを進めることが重要となる。 

○さらに漏れなくカバーされる仕組みづくり 

家族のサポートを受けられず、助けが必要なのに「助けが必要」と言えな

い人、声が届かない人がいる。 

また、孤立した子育てによる虐待等の問題が顕著となってきています。高

齢者だけでなく、すべての世代で基盤支援を必要としている場合の支援に

ついて、さらなる仕掛けづくりを考えることが必要である。 

③ 今後の展開 

 ○モデル事業から市内全域での取組 

モデル的に行ってきた地域の取組について、他の地域にも波及させるよう

な検討が必要と考えている 

○つながりの「見える化」の取組 

「地域支援」の推進に向けて、地域のキーパーソンやサロン利用者等に対

するインタビューを実施し、「地域のつながり」を質的に把握・考察でき

るよう取り組んでいく。 

④ 今後新規市町村に必要なこと 

事業の内容によって留意すべきことは様々と考えるが、名張市については、

住み慣れた地域で安心な生活ができる環境づくりを進めること、地域住民

が自発的かつ主体的に取組を行うことを基本的な視点としている。 

 

（12）大阪府豊中市 

人口 390,457 人、世帯数 167,953 世帯（平成 24 年 2 月 1 日現在、高齢化

率 22.0％（平成 23 年 10 月 1 日現在）、ゾーン人口 88,059 人 

①本事業の成果 

○無縁社会の進行している中で、孤立化問題に真正面から向う事業をまちぐ

るみで展開できたことにより、孤立化に対する取り組みが重層的に進ん

だ。 

○自治会や民間の団体の参加が弱まり、今後より一層、孤立化の進展が予想

される中、全国的な展開が急務である。 
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○これまで地域との繋がりを拒否していた方を把握し、地域福祉活動とリン

クすることにより新たな繋がりを構築出来た点。 

 １）アンケート配付のニーズ調査で把握した希望者宅へ民生委員によるフォ

ロー訪問や安心キットを配布したことによりひとり暮らし高齢者の登録

者の拡大が図れた。 

２）地縁型のつながりを希望しない方へ新たなサービスの開発が進んだ点。 

  ・契約による安心協力員の派遣（緊急時の対応含む）  

総登録者数 利用者 55 人 協力員 216 人 

３）企業・事業所の参画で、高齢者の安否確認・緊急対応が可能になった点。 

  ・ひとり暮らし応援事業者ネットワークの構築 （22 業者 500 店舗が参

画） 

  ・緊急支援 13 件（平成 22 年度実績）   

  ・参画事業者のための協力活動の手引き（見守りマニュアル）の作成 

  ・高齢者見守りステッカー（応援事業者用）の作成・配布 

４）希望される高齢者を週 1 回の電話で安否確認できる（安心コール）体制

が出来た点。 

  ・H24 年 3 月からサービス開始 

 ②残された課題・本事業に取組んで見えてきたこと 

○保証人問題（身寄りの無い方の施設入所、入院時の際に発生する保証人の 

問題） 

○身寄りの無い方の遺品等の処理や対応 

○24 時間の支援体制の問題 

○65 歳未満のひきこもり等 社会的孤立の課題 

○緊急対応や生活困難等の資金（セーフティネット）づくりの必要性 

○個人情報の取扱いにおける環境の整備 

 ③今後の展開 

 ○地域福祉計画に基づき、社会福祉協議会を中心にひとり暮らし高齢者やＳ

ＯＳを出さない・出せないといった支援が行き届きにくい人などへの社会

的孤立を防ぐ方策として位置づける。 

  具体的には、 

１）75 歳時にひとり暮らし高齢者調査の実施  

２）ひとり暮らし登録者への安心キットの配布（登録促進）  

３）安心協力員との契約による見守り活動  

４）ひとり暮らし応援事業所により見守り活動  

５）安心コールによる安否確認等重層的な見守り活動の展開  

６）買い物支援として、買い物支援情報や福祉情報の提供を目的とした買い

物便利帳の作成  

７）小売市場と連携した出前市場プロジェクトを実施し、団地等の買い物難

民対策事業の展開 

 ④今後新規市町村に必要なこと 

○現状で把握できる人のみならずそれ以外のＳＯＳを出さない・出せない人

などを対象にし、アプローチすることが必要。 
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○行政だけのアプローチではなく、社会福祉協議会をはじめ住民・企業等新

しい公共の視点で支えるしくみづくりを構築することが必要。 

○推進委員会を関係者でつくることで、幅広く現状を把握し、智恵を出し合

いすすめていくことが必要。 

 

（13）兵庫県宝塚市 

 人口 233,390 人、世帯数 99,529 世帯、高齢化率 22.35％、ゾーン人口

17,403 人（平成 24 年 2 月 1 日現在） 

①事業の成果 

○事業者による見守り支援 

支援が必要な方の早期発見、早期支援を目的として、日頃住民と接する機 

会の多い民間事業者に見守り支援の協力（高齢者等の異変を察知した場合

に地域包括支援センターに連絡）を依頼したところ、個人宅配、新聞販売

店等の協力が得られて、見守りのネットワークが広がった。通報があった

ことにより、早期支援、地域の見守りにつながったケースがある。 

○制度の狭間に対する個別支援（くらしサポーター事業）  

年齢や障害の有無は問わず、既存の制度や住民活動では対応できない困り

事を抱えている方に対して、一時的な生活支援を行うことで、社会的孤立

を防ぎ、住み慣れた地域で安心して生活できるようにサポートするもの。

具体的には、サービス拒否の高齢者やひきこもりの児童等への支援を行っ

た。 

○見守り支え合いの仕組みづくり 

モデル地区を含む８つの地域で、住民の話し合いや専門職支援のもと、全

戸アンケート調査、見守り活動の検討等、地域の実状に合わせた方法で、

地域福祉活動が実践されてきている。 

 ②残された課題・本事業に取組んで見えてきたこと 

 ○事業者による見守り支援＝個人情報保護法の壁 

  事業活動の中で知り得た情報を本人に無断で地域包括支援センター等の

専門機関に提供することが、「個人情報保護法」に違反行為となるのでは

ないかという議論になった。根本的な解決策はなかったが、個人情報保護

法第２３条１項２号を根拠にすすめていくことと、「見守り支援に関する

協力確認書」を締結することによってすすめていくこととなった。事業者

が安心して情報を提供できる根拠が見当たらないままである。 

○制度の狭間に対する個別支援 

  個別支援にとどまることなく、住民との協働により新たな見守り支援体制

づくりを行うことを目的としていたが、個別の問題を地域全体の問題とし

て捉えることの困難さがあった。 

○見守り支え合いの仕組みづくり 

  住民主体ですすめてきているため、住民の意識、組織化の度合い、担当者

の関わり等で地域格差ができている。 

 ③今後の展開 

 ○事業の継続を予定している。 
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 ○事業を受託した宝塚市社会福祉協議会では、「安心生活創造事業」に対し

て、同協議会のスローガンを反映した「安全で安心なたのしいまちづくり

事業」というニックネームをつけた。その意図は、本事業終了後も社協の

中核事業として継続して実施しようとするものであった。 

 ○平成２３年３月に策定された宝塚市社協の第５次地域福祉推進計画にお

いても、「安心生活創造事業」の理念や考え方を積極的に取り入れ、制度

の枠にとらわれない個別支援体制の構築、総合的な見守り体制の構築等に

重点的に取組むこととなった。さらに市が現在策定中の「宝塚市第２次地

域福祉計画」にもその理念、視点、内容等は連携して引き継がれている。 

 ④今後新規市町村に必要なこと 

 ○市民主体の取り組みの促進 

  市民の力を尊重し、行政が前面にでないようにすべきだと感じている。そ

の点宝塚市では、宝塚市社会福祉協議会に任せたことが功を奏したと思っ

ている。また社会福祉協議会でなくても、市民パワーが積極的に本事業の

実施を担っていくことが重要であると感じている。 

○単体の事業として取り扱わない 

  「安心生活創造事業」を、一事業として限定せず、関連する事業との連携

や連動を意識することが重要であると思う。それによって従来からの事業

とのつながりや目標を改めて意識化し、明確にできたことが成果につなが

っている。単体の事業として限定された位置付けであれば、事業の成果も

限定的なものになるのではないかと感じている。 

○事業の継続性 

  本事業に取り組む以上は、市（またはそれを受けた社協など）が、継続す

る覚悟を持って取り組むことが重要であると思う。宝塚市社会福祉協議会

では、補助が終了した次年度からも、ややスケールダウンする形ではある

が、本事業の継続を予定されている。 

 

（14）広島県庄原市 

 人口 39,837 人、世帯数 15,900 世帯、高齢化率 37.6％（平成 23 年 12

月 31 日現在）、ゾーン人口 敷信地区 2,585 人、北地区 1,511 人、口和地区

2,277 人 

①事業の成果 

○地域で気になる方（訪問対象者）を漏れなく把握するために、各小地域で 

関係者（自治会長・自治会の福祉部・民生委員・ひとり暮らし高齢者等巡

回相談員・老人クラブ会員等）が一堂に集まり、自分達が普段の地域活動

で把握している情報や、生活していて気づいた事などを話合い、気になる

方を地域内で把握しました。定期的に対象者の見直しを年２～３回実施し、

併せて随時関係者で情報交換を行った。地域関係者が小地域でニーズを把

握することで“地域において問題解決をするしくみ”ができた。 

○訪問員は、地域住民の中から適任者を選び、訪問をした。地域住民という

こともあり、信頼関係が築け、ちょっとした支援（ゴミ出しや外出支援等）

が日常の生活の中で行われるようになった。 
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○チャリティグラウンドゴルフの開催や地域の祭りでのバザー開催などに

より、財源確保を進めました。その中でも「ふるさと応援会費」として、

老親をふるさとへ残して都会へ出ている子どもさん方へ、この事業を応援

していただくということで、年会費１口＝５，０００円で会員になっても

らった。会員へは、親ごさんの写真・近況の様子をお伝えする手紙・市広

報・市社協だより・自治会だよりと、地元の特産品等を送付し、つながり

づくりに努めた（年会費の一部を活用）。この事業で、少しでも子どもさ

んに親ごさんを気にかけていただき、関係を深めていただくことを目的と

し実施した。次年度も会費の更新をお願いしていくと共に、新規会員の募

集拡大を進める。 

○このモデル事業への理解が広がり、住民組織みずからの活動として、見守

り支援事業を自治振興区単位や自治会単位で実施する地域が出てきた。モ

デル事業の３自治振興区を基盤に、新たに４自治振興区が２３年度に動き

出した。今後数年以内に、庄原市の全自治振興区（実施中７・未実施１５

＝計２２）において安否確認やご近所支援を広げ、市内すべての地域でこ

のモデル事業発のおたがいさまネットを普及させることとしている。 

 ②残された課題・本事業に取組んで見えてきたこと 

 ○地域の漏れのない対象者把握を進める中で、精神障害者の閉じこもりの実

態がうきぼりになった。 

○関係機関と民生委員とで、閉じこもりの解消や孤立の解消に向け動いてい

る。しかし、長期間閉じこもりだった方やほとんどお会いできない方もお

られ、コンタクトをとるだけでも難しい状況がある。今後も、どう関わり

を深めていくか、地域と協働し進めていく。 

 ③今後の展開 

 ○財源については、行政・社協・地域住民組織・自己負担をベースに活動し、

小地域での関係者が集まり、気になる方を定期的に情報交換し、対象者の

見直しを行いながら関係者で気にかけていくことを基本にして､見守りや

ちょっとした支援をすることにより、在宅でできるだけ長く、安心して暮

らしていけるように事業を継続していく。 

  自治振興区で始めた財源確保を継続しながら、新規の財源確保も進めてい

き、庄原市においてモデル地区を先進地域として他地区へも広げ、最終的

には庄原市全域にこの事業を拡大する。 

 ④今後新規市町村に必要なこと 

 ○個人情報の取扱いについて、事業実施者側で意識統一を図り、共通認識に

しておいたほうが良いと思う。関係者と気になる方の話合いをするときに

は、民生委員をはじめとする関係者から、個人情報の取扱いの話がでまし

たので、最初に協議し決定しておいたほうが良いと思う。庄原市ではこの

件については、住民関係者がご本人の同意を取りつつ、見守り対象者を把

握する方法をとることにより問題をクリアした。 

 

（15）福岡県北九州市 

人口 977,633 人、世帯数 423,644 世帯、高齢化率 25.1％、ゾーン人口



安心生活創造事業成果報告書（案） 

 

39 
 

計 8 ゾーン：5,897～11,282 人 

①安心生活創造事業に取組む前提となった北九州市における「いのちをつな 

ぐットワーク」の主な取組み 

１）北九州市いのちをつなぐネットワークとは 

いのちをつなぐネットワークとは、住民と行政の力を結集し、地域にお 

ける既存のネットワークや見守りの仕組みを結びつけ、セーフティネットの

網の目を細かくすることによって、高齢者のみならず、支援を必要としてい

る人が社会的に孤立することがないよう、地域全体で見守り、必要なサービ

スにつなげていくための取り組み。 

地域福祉ネットワークの充実・強化を図る事業であり、行政の方から地域

に出向く「出前主義」を実践し、地域住民による地域福祉活動を支援してい

る。 

２）「いのちをつなぐネットワーク事業」の推進体制の整備 

○平成２０年４月 市役所に「いのちをつなぐネットワーク推進課」を新設 

し、市レベルの体制を整備。民生委員、社会福祉協議会、地域包括支援セ 

ンターもあわせて所管し、地域福祉分野のとりまとめを行っている。 

○平成２０年４月 区役所に「いのちをつなぐネットワーク担当係長」（以下

「担当係長」という。）を配置し、区レベルの体制を整備。（７行政区に総勢

１６名を配置） 

 ○平成２３年４月 区役所に保健福祉部門の統括として「いのちをつなぐネ 

ットワーク係」を新設。高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センター 

や保護課をはじめ区役所保健福祉部門との情報共有や連携を推進し、相談支 

援体制の強化を図っている。 

３）地域福祉活動への支援 

○地域会合への参加 

担当係長は、地域の様々な会合に参加し、行政に対して相談しやすい環境づ

くりに努め、地域の方といっしょに地域の課題の解決に向けた話し合いを行

っている。 

○個別相談への対応 

担当係長は、地域住民から支援を必要とする人の個別相談を受けた場合には、

自宅訪問等による迅速な対応を行い、必要な行政サービスや地域の見守りへ

つないでいる。 

４）福祉所管局以外の部局との連携 

実施者 取組み内容 

ふれあい巡回員 

（建築都市局） 

市営住宅管理人の補完業務のため、一人暮らし高齢者世帯を

訪問しており、福祉相談を受けたら、区役所に連絡。 

水道料金滞納整理員 

（水道局） 

訪問時に、生活困窮が心配される方に気づいた場合、区役所

に情報提供する。 

女性消防団員 

（消防局） 

一人暮らしの高齢者宅を訪問し、防火・防災指導を行うとと

もに、簡単な福祉相談を受け、区役所に情報提供する。 

 

５）「いのちをつなぐネットワーク推進会議」の開催 



安心生活創造事業成果報告書（案） 

 

40 
 

地域関係団体、警察・医師会などの関係機関に加え、電気・ガス・郵便、個 

  人への宅配を扱っている企業、ＮＰＯ・ボランティア団体など様々な民間 

  団体においても、日ごろの業務や活動の中で、「（支援を必要とする人を） 

見つける」、そして支援に「つなげる」ことへの協力を呼びかけるため、「い 

のちをつなぐネットワーク推進会議」を開催。 

  （第１回）平成２０年 ８月１９日  参加２１団体・企業 

  （第２回）平成２３年１２月 ８日  参加２６団体・企業 

６）民間・ＮＰＯ・ボランティアにおける協力 

日ごろの業務や活動の中で、いのちに関わる心配な事態に気づいた場合、 

区役所の担当部署やいのちをつなぐネットワーク係、消防署、警察署につ 

なぐなど、それぞれの特性に合った協力が行われている。 

 

（具体例） 

協力団体 「見つける」の取組みや「つなげる」動き 

電気・ガス事業者 

郵便・新聞配達事業者 

◎検針員・配達員等が、訪問・配達時に何らかの異変に気づい

た場合、区役所等に連絡。 

（株）ビッグベアーズ 

フーヅサービス 

◎気になる人については、配達時に安否を確認し、職員間で確

認。 

北九州ヤクルト販売

（株） 

◎ヤクルトレディの「街の安全・安心サポート隊」を実施。配

達時に何らかの異変に気づいた場合、区役所等へ連絡。 

北九州市住宅供給公社 
◎建築都市局の「ふれあい巡回員」の活動を行い、市営住宅に

おける一人暮らし高齢者の見守りを行っている。 

独立行政法人 

都市再生機構 

◎専任の高齢者相談員が月１回、管理サービス事務等において、

団地を巡回し相談を受け、内容に合わせ民生委員や地域包括

支援センターと連携している。 

◎小倉南区徳力団地では、専任の「生活支援アドバイザー」が

団地内管理サービス事業所に常駐し、高齢者の相談等を受け

ている。また、希望者には毎週１回安否確認の「あんしんコ

ール」（電話による確認）を行っている。 

老いを支える 

北九州家族の会 

◎ 介護家族の支援として、介護体験者が集まり情報提供や交流

会や相談会などを行っている。 

◎ 徘徊により行方不明の認知症高齢者の捜索を支援している。 

北九州 NPO研究交流会 
◎ 様々な活動を実施する NPO 団体の情報交換やワークショッ

プ、出前講演などを行い、NPO活動を支援している。 

認知症・草の根 

ネットワーク 

◎ 認知症高齢者や家族、近隣者、関係者と交流会や研修会など

を開催している。 

 
②本事業の成果 

○本市の安心生活創造事業は、地域における見守りの一翼を担う社会福祉協

議会のふれあいネットワーク活動の充実・強化をベースとして、取り組み

を進めてきたが、ゾーンを設定したモデル地区において実施した見守りを

行う福祉協力員の再配置とリーダー（民生委員などに依頼）の決定が、成
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功例となり全市的な波及効果をもたらしていること。 

③残された課題・本事業に取組んで見えてきたこと 

○次世代の活動者の育成を含め、地域の活動を担う新しい人材の発掘 

○ゾーンを設定したモデル地区において、名簿の整備や訪問記録などの自己

点検・評価を実施した結果、その地域の強み・弱みが把握できたこと。 

○民生委員との連携や市・区社協における支援体制の強化 

④今後の展開 

○ゾーンを設定した８つのモデル地区における取り組みを、普及するために

整備した手引きや会得したノウハウ等を活用しながら、全市域に広げてい

きたい。 

○買い物支援等については、先進的な他都市の事例を参考に、地域における

ニーズの高まりに応じて取り組んでいきたい。 

 ⑤今後新規市町村に必要なこと 

  本事業は、ある意味パイロット事業としての性格を持つので、ゾーンを設

定するモデル地区の選定を含め手広く計画するより絞り込む方が、支援が

分散されず、結果としてよりよい成果が達成できると思う。 

 

（16）熊本県合志市 

 人口 56,687 人、世帯数 21,118、高齢化率 19.7％、ゾーン人口 8,934

人（平成 24 年 1 月 31 日現在） 

① 本事業の成果 

○基盤支援を必要とする方々の把握やニーズ調査が合志市全体で約 1,500 件

実施でき、そのニーズの内容を分析できたこと。 

○そのニーズ調査を受けた方々に対し、本人の介護保険や障がい手帳などの

状況、支援者状況や緊急連絡先などを記載した要援護者ネットワーク台帳

を配布することができ、その情報は,民生委員や社会福祉協議会、市で共

有することが出来た。また、その要援護者ネットワーク台帳や健康保険証

の写や薬剤情報提供書などを筒に入れ、冷蔵庫などで保管することによ

り、万が一の場合、救急隊員がその情報により緊急連絡先と連絡を取った

り、日中であれば社会福祉協議会や市役所に問い合わせることもできるよ

うになった。 

○合志市では、合併補助金を利用してコンピュータシステムを構築した。そ

のシステムを利用し、安心生活創造事業での登録者と災害時要援護者とし

ての登録者を同一として扱い、住民基本台帳や様々な福祉情報と連動して

登録を行なうことが出来た。今年度、そのシステムと連動した地図情報シ

ステムが出来上がるため、視覚的に対象者を判断することもでき、様々な

更新に対応できるようになった。 

○この事業の調査業務は社会福祉協議会にお願いしたが、当市では、個人情

報保護審査会に社会福祉協議会とコンピュータシステムを結ぶというこ

とを承認頂いた。このことにより、市と社会福祉協議会との情報の共有化

とデータ入力を社会福祉協議会にお願いすることにより、情報の停滞が無

くなった。 
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○ニーズ調査の結果により、必要な基盤支援がわかったため、その支援に対

応するぽっかぽかサポートという事業を立ち上げることができた。これ

は、有償ボランティアにより、簡単なお手伝い、例えば「ゴミ出し」や「掃

除」、「電球交換」、また、商工会の会員などに呼びかけて、一部ではあ

るが「買い物の宅配サービス」や「巡回販売」などの構築ができた。 

○第４のポケットについては、ぽっかぽかサービスを活用した財源確保の循

環システムを作った。 

 ②残された課題・本事業を実施して見えてきたこと 

○地域において基盤支援が必要な方をもれなく把握するという原則であっ

たが、基盤支援が必要な方の把握がいかに難しく、また、その把握がいか

に重要かということが見えてきた。この把握は、いつ出来上がるというも

のではなく、ずっとエンドレスに把握が必要になっていくと感じている。 

○この安心生活創造事業の事業内容やニーズ調査などを市独自のチラシや

市の広報、受託している社会福祉協議会の広報誌、民生委員の訪問や声が

けなどで市民への周知を繰り返し行なっているが、なかなか市民からの登

録が増えていない。周知不足の状況となっている。これからも粘り強く事

業やサービスの内容の周知を図って行きたい。 

○当市は民生委員さん方が日常から福祉票と呼ばれる様々な見守りが必要

な情報を収集しておられたため、その情報の確認や情報収集とその内容の

充実を先んじて考えた帰来がある。しかし、住民や地域を巻き込んだ事業

展開の必要性が一番大事で今後充実させていかないと国や当市が目指す

方向にはいかないと感じている。 

○現在、当市は収集された情報（登録者が提供に同意された情報）を自治会

や消防団、警察や消防署に提供を行なっていない。もちろん、災害が起き

たときには情報提供は可能だが、日常使えるように提供の仕方（日頃の利

用に伴う個人情報保護の観点からの管理など）を市として検討しなければ

ならない。 

 ③今後の展開 

○せっかく国からチャンスを頂いたので、この事業を現状の状態（基盤支援

を必要とする方々の把握やニーズ調査、サービスの提供）を継続していき

たいと考えている。 

○今後は、災害時要援護者の個別支援計画の内容を登録者に設定していくこ

とやサポートサービスの内容の充実、また、合志市内に５ヶ所から６ヶ所

程度の生活支援センターを設置し、より住民に身近なサービス提供などが

出来るようにしていきたい。 

 ④今後新規市町村に必要なこと 

○まず一番に機密性が高い個人情報を扱うということを自覚し、個人情報の

取扱いや管理の体制を整備して個人情報保護審査会で承認を得ることが

必要と考える。 

○基盤支援が必要な方の情報やニーズを収集することになるが、情報収集と

同時にその情報を管理するシステムが必要になると思う。情報は収集した

時点から陳腐化が始まり、また、情報は必ず更新が必要となってくる。そ
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のことを考えて体制整備が必要と考える。 

○情報は出来るだけ集めると考えずに、集まってくる仕掛けができるならば

その方が良い。ブロック会議でも意見が出ていたが、なかなか良い方法を

見つけることが出来なかった。 

○情報収集の仕方に関連することになるが、出来るだけ地域が、地域で情報

を集める、地域で現在の状況を考えるということを行なうようにしたほう

が良いと感じた。例えば、地域での座談会や、地域での支援が必要な方や

災害時に支援が必要な方の地域でのマップ作りなどが有効ということを

頭において、事業展開を考えたほうが良い。 

（17）大分県臼杵市 

 人口 42,505 人、世帯数 17,231 世帯、高齢化率 32.22％、ゾーン人口

42,505 人（平成 24 年 2 月 1 日現在） 

① 本事業の成果 

○多様なエリア全体を通じた見守り 

  臼杵市では、高齢者や障がいのある方などの見守りが必要な人たちが、

「安心して住み慣れた地域で生活を送り続けることができるようなまち

づくり」を目指している。 

   ひとり暮らしの高齢者や障がいのある方、健康に不安のある方などが、

本当ならおきない方がいい“万が一の時”に備えておく、また、そのよう

な方の身に何かおきたときでも、地域の中でしっかりとサポートできるよ

うな態勢を整え、地域内の人と人とのつながりをいっそう緊密なものにし

たいという思いから、安心生活お守りキット事業に取り組んでいる。 

   安心生活お守りキットは、地域の区長さん、民生児童委員さんに一件一

件、お年寄りの家を訪問してもらい、平成 22 年度は延べ 3,800 人の方の

家に設置していただき、平成 23 年度にかけて行った更新作業による声か

けでは約 1,000 件の申し込みがあり、現在までの申込者数はのべ 4,800 人

となりました。現在では対象者約 5,700 人のうち約 8 割が加入している。 

   また、臼杵市では、この情報を、市、消防署、社会福祉協議会、そして、

区長、民生児童委員の皆さんで共有することで、急病などのときのほか、

台風や地震などの災害発生時にも要援護者情報として把握しておくこと

ができます。これまで 、このお守りキットの情報は 189 件(24.2.1 現在)

が実際に救急の現場で活用されている。 

○地域の力を活用した見守り 

  地域にある様々な活動主体を通じて、できる限り、地域の力を活用した見

守りで旧小学校区(全体で 20 地区)に地域活動の拠点となる「地域振興協

議会」を 23 年度まで 9 地区設置できた。 

○見守られる人が地域に「出かける見守り」 

  地域振興協議会が設置されたことにより、地域の子どもからお年寄りま

で、情報が共有でき世代を超えて地域のみんなが参加できる地域活動が活

発になった。 

○いろんな人の気軽な声かけが行き届く見守り 

  「安心生活お守りキット」の付加サービスとして郵便配達時に、郵便配達
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員が声かけを行う「ゆうびんやさんと市役所が真心をお届けするサービ

ス」(373 件)と、市役所職員が市役所に出向くことが困難なお年寄りに行

政サービス(12 項目)をお届けする「安心お届けサービス」(116 件申し込

み 9 件お届け)も実施した。 

○社会福祉協議会を中心とした連携体制の構築 

  社会福祉協議会が設置する総合相談窓口をワンストップ化するともとも

に、地域包括支援センターまでを含めたネットワークを構築し、地域の力

を補完する体制が整いつつある。 

○ふるさとを思う気持ちを大切にした見守り 

  臼杵の歴史・文化、自然を活かした地域活動を積極的に行い、それを大切

に思ってくれる心を最大限に満たす取り組みとして、地域振興協議会の活

動に対する助成金にふるさと納税により財源を確保した。 

② 残された課題・本事業に取組んで見えてきたこと 

臼杵市が安心生活創造事業を取り組んで来た課題については、 

○「安心生活お守りキット」の普及に向け、未加入者へ個人情報の取り扱い

(申し込みは手上げ同意方式)について、十分説明を行ったうえでの加入促

進が必要となっている。また、現在 5 機関(市役所・消防署・社協・区長・

民生児童委員)で情報を共有しているが、その情報を今後どのような事業

に活用していくか(災害要援護者マップなど)についての検討。 

○「地域振興協議会」の設置に関しては、今後未設置地域への設置を推進す

るにあたり、何が課題(施設・人・リーダー・補助金・活動内容)となり設

立できないのかの検討。 

○｢地域振興協議会」をベースにした高齢者の見守りでは、サロン事業で社

会福祉協議会との連携と、集落支援員を活用しての地域づくり、あわせて

地域に参加して元気をもらうという「出かける見守り」を今後どのように

広げていくかの検討。 

○ 「安心生活お守りキット」の付加サービスなどいろんな人の気軽な声か

けが行き届くように、今後も新たなサービスが出来ないかの検討。 

○ふるさと納税基金が減少した場合の対応について、自主財源確保ができる

かについての検討。 

また、社会福祉協議会の視点の課題としては、 

○見守る側（住民・行政・社協等）の役割分担（連携の在り方）を周知し続

ける取組み。 

○見守られる側のいざというときの備え（生前と死後）を事前に準備できる

ための仕組みづくり。 

○住民の協力を得て見守りネットワークを構築する際の「個人情報保護」の

範囲の整理（見守り拒否者のケース会議等で）。 

○過疎化・高齢化による見守る側の人材不足に対応する方策。 

○過疎化・高齢化が進行する中で、地域で暮らす」ということについての教

育。 

などが事業に取り組むなかで、課題として見えてきました。 

③ 今後の展開 
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臼杵市の今後の人口推計では、現在の臼杵市の人口は 43,156 人で、高齢

化率、65 歳以上の方の割合は 31.5%に達している。全国平均が 21～22%で

すから、およそ 10 ポイント程度上回って、高齢化が進んでいる。 

  10 年後の 2020 年には、人口が 37,658 人で、高齢化率が 39.3%となってい

る。さらに 20 年後には人口が 31,109 人、高齢化率が 41.6%になることが

見込まれている。これから 10 年間の変化が最も大きくなるだろうと見通

されている。このような状況から、この変化の大きい 10 年のうちに、し

っかりと地域の力を高めておいて、その後の高齢化率 40%となった臼杵市

でも誰もが元気で楽しく暮らしていけるまちづくりをしたいと考えてい

る。 

   こうした状況を考えると、今回安心生活創造事業を実施し、今のうちに、

地域で見守りが必要な人を地域の中でしっかりとサポートできるような

態勢を整え、地域内の人と人とのつながりをいっそう緊密にしておく必要

があると考える。まさに、今、やっておかなければいけない、ということ

から「安心生活お守りキット」の更なる普及、「地域振興協議会」の未設

置地域への設立や総合相談窓口における権利擁護へ取組みを中心に、継続

して取り組んでいく。 

   また、買い物支援についても、実績から民間活力の利用や全市的な公的

支援の開始時期などについて、検討を続けて行きたいと考えている。 

④ 今後新規市町村に必要なこと 

   安心生活創造事業を取り組んで、「縦」の連携から「横」の連携が今後

さらに必要になることが分かった。「高齢者課題」先進地の臼杵市として

は、今取り組むことが今後 10 年先の臼杵市にとって重要であることも再

認識できた。 

   地域に出向き、地域の人と話し、課題・問題を一緒に情報を共有して考

えていくことが、時間がかかるかもしれませんが、一番良い方法というこ

とを実感した。 

   わかりやすく、簡単で、理解しやすい取り組みを、みんなで話し合いな

がら事業を計画し実施していくことが、今後の課題解決であることがわか

った。 

   臼杵市では今回の取り組みを実施する体制として「生涯現役まちづくり

会議」を設置し、メンバーとして、コミュニティ推進室・教育委員会・生

涯学習課・公民館・総務課・まちづくり推進課・福祉課・保険健康課・子

育てと支援室・消防署・社会福祉協議会で月に 1 回会議をもち情報の共有

と事業の進捗状況の確認を行った。 

   結論としては、関係機関の間で情報を共有できる体制を構築することが

重要であると感じた。 

 

 

（18）宮崎県美郷町 

 人口 6,016 人、世帯数 2,489 世帯（平成 23 年 10 月 1 日現在）、高齢化

率 43.6％（平成 22 年 10 月 1 日現在）、ゾーン人口 6,016 人 
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 ①本事業の成果 

 ○高齢者世帯に対して全戸アンケートを訪問聞き取り方式により実施。ニー

ズの把握を実施できたこと。 

○そのニーズを踏まえ、独居高齢者等を定期訪問する組織として安心生活支

援センターを創設し、主任（専任）と訪問員６名（兼務）を配置し、実際

に稼働して２年が経過したこと。（延訪問先件数＝5,044 件/2 年間） 

○福祉関係者が、その所属する組織の垣根を越えて要支援者等の情報を共有

するため「安心ネットシステム」を構築し、各事業所に端末を配置した。

安心訪問員、地域包括支援センター、行政保健師や担当者、社協関係職員

が活用することで独居高齢者の相談や支援に効率的に対応でき、また洩れ

なく支援できる体制が整えられた。 

○安心定例会を各区（日常生活圏域）に月１回開催し、安心訪問員、地域包

括支援センター、行政保健師や担当者等に加えて、町立病院の医師や看護

師長も加わり、訪問時の状況等をもとに包括的な連携協調体制が整えられ

た。 

○民生委員の協力を得て、「安心見守り地蔵（緊急連絡先カード）」の配布

や「愛の連絡員（近所の見守り員）」の立ち上げが実施できたこと。また

民生委員に担当地区の独居高齢者名簿や要援護者名簿を渡して、年に１回

は「気になる人（要支援者）」の洩れがないかをチェックする事業を開始

できたこと。（平成 23 年度～） 

○独居高齢者等の実生活を支援するための組織として「シルバー人材センタ

ー」を立ち上げ、順調に業務の受注が図られていること。 

○高齢者アンケートで要望の多かった「コミュニティバス」の運行が開始さ

れ、順調に運営できていること。 

○安心ネットに保存されている訪問時情報を生かし、町外の子らを支援の環

の中に入れていくため、近況をメールにてお知らせするサービスを開始で

きること。 

○安心生活支援センターの事業として独居高齢者の食事調査を 2 回実施し、

その実態把握ができたこと。また「安心瓦版」や「安心給食だより」の作

成を行い、訪問時に配布することで訪問がスムーズに進み、訪問先との信

頼関係の醸成が図られたこと。 

○この事業の意義が町長や議会等に理解され、今後も高齢化に対処するため

の有意義な施策として新年度以降も町単独事業として継続できる見込み

であること。 

 ②残された課題・本事業に取組んで見えてきたこと 

 ○民生委員には、事業の中身とその目的、意義などを相当ご理解いただいた

と思っているが、民生委員の中にも温度差があり、今後も民生委員との協

働を常に意識しておく必要を感じている。 

○例えば若年世代と同居している高齢者の場合、今までは「息子夫婦が面倒

をみるから大丈夫」として、安心訪問員や民生委員の関心から外れる傾向

があったが、虐待と疑われるケースや家庭内に問題を抱えている場合もあ

り、必ずしもその実情を把握しきれていないケースも見受けられた。この
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ようなケースは民生委員研修会で取り上げ、地域でのイベント等に民生委

員も積極的に出向いていただき、情報の収集に努めていただくことになっ

ているが、その後の対応も含めて今後も課題として残っていくものと考え

られる。 

○「安心食事の調査」を通じて見えてきたものとしては「口腔ケアの問題」

「栄養の偏りや欠食」がある。前者は地域包括支援センターの職員に歯科

衛生士がいるので、その者を中心に町内歯科診療所とも連携をとって今後

対応を進めていく考えであるが、後者については栄養士の在宅指導でもな

かなか食習慣を変えることができずに対応策を見つけられないでいる。今

後、町が（委託）実施している配食事業や食生活改善推進員等との連携も

含めて検討課題として残っている。 

○コミュニティバスの運行については、便数の増などの要望があるので、現

在改善の検討を進めているところ。 

○買物難民対策については、商工会と連携して「買物代行事業」や「安否確

認を兼ねた御用聞き事業」も試行してみたが、なかなか需要が少なかった

り、また手数料収入が少ないため採算面で継続が厳しい状況である。都市

部と違ってスーパーやコンビニの配達は当面期待が難しいので、今後とも

試行錯誤を重ねながら検討を進める必要がある。 

○訪問員が独居高齢者宅との信頼関係を築けたのは利点であるが、例えば買

い物を頼まれるとか実生活の支援まで依頼されるケースもある。基本的に

は断っているが、あまりに地理的条件が悪かったり、本人の健康状態等に

よっては依頼を受けるケースもある。今後の取り扱いを検討する必要があ

る。 

 ③今後の展開 

○まずメールでの情報発信事業をぜひとも成功させたいと考えている。事業

の順序としては 

・町外の子らへの近況報告、地域で支援している状況、町の福祉サービスや

ふるさと納税等の情報提供（支援の環に入っていただく） 

 ・民生委員、見守り員、本人（携帯をもっている場合）に対しての「悪質訪

問販売」等の情報提供 

 ・民生委員や見守り員、防災関係者（消防団幹部）に対しての災害時におけ

る要援護者の情報提供 

  メールを活用して町外の子らと早くから連携を保つことによって、先手を

打つ形で介護予防や在宅生活支援の充実につなげていきたい。 

○高齢者が抱える課題としては、「食事や口腔ケア」「認知症」「引きこも

り」「身体の虚弱化」と思われる。食事については、行政栄養士や食生活

改善推進員等との連携を図り、また医療機関との協力を念頭に改善の糸口

を見い出していきたい。またその他の介護予防については、包括支援セン

ターや行政保健師、安心の訪問員等が協力して研修会等を開催してきたの

で、今後とも継続していきたい。 

○民生委員との協働が基本と考えているので、今まで以上に情報交換を密に

行っていく。また見守り員の制度を実施していない地域も一部にあるの
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で、導入に向けて働きかけを行っていきたい。 

○買い物代行等の「買い物難民対策」については、現在は有効な手立てが見

つかっていないが、地理的条件が類似している他市町村の情報を収集する

など、今後とも検討は進めていきたい。 

○低所得世帯などでは、実生活への支援が必要な者（例：お金がないので病

院にかからない）も存在するが、現段階では有効な手立ては出来ていない。

だれが、どこまで、どのような形で支援をするのか、またできるのかとい

う視点で関係機関で協議を進めていきたい。 

 ④今後新規市町村に必要なこと 

町づくりの理念を関係機関や関係者が共有することが重要ではないでし

ょうか。地域の実情によってスタイルは異なると思いますが、基本的には

行政、社協、医療機関（医師会）が核となり、更に民生委員や地域の役員、

NPO などの住民団体等との連携・協調を図っていくことが出来れば、すで

に半分成功したと言っても過言ではないと思います。都市部では団塊の世

代に優秀でやる気のある人材が豊富でしょうし、また田舎においては昔な

がらの地縁の力を生かしていくことにより、それぞれの地域の実情に応じ

た共助の町づくりが可能と思います。 

場合によっては、災害対策を切り口にして、近隣の共助（見守り合い）

を高めていくことで安心の町づくりへつなげていったり、また高齢者にお

いては、やはり健康づくり（介護予防）の視点も重要ですので、既存の事

業や制度とも組み合わせて、縦割りではない横断的な事業組み立ても有効

かと思います。 

 

 

４ 安心生活創造事業を実施する中で見えてきたもの 

（１）事業の成果 

①もれない把握システム確立 

○各種利用者情報の突合等、もれない把握システムの確立を目指している。 

○「もれなく」把握する、という言葉は今までの取組の考え方を大きく変え

る意味がある。これからの新しい地域福祉の活動のあり方に大きく影響す

る大事な思想が込められている。 

○基盤支援を必要とする人々個々のニーズを丁寧に把握するよう心がける  

ことで、住民の「気づく力」が向上した。 

 

②新しい公共の観点（見守り協定や連携） 

○新しい支援体制の構築の重要性が見えてきた。 

○新しい担い手や、地域福祉コーディネーターの確保の重要性が見えてき

た。 

○自治会、民生委員、住民ボランティアの他、新聞配達員、郵便配達員、水  

道メーター検診員等を活用し、日中もカーテンが閉まっている等の普段と

違う状況が合った場合、公的機関に通報するなど、見守り協定や連携をし



安心生活創造事業成果報告書（案） 

 

49 
 

ている例もあり、有効に機能している。 

 

③総合相談窓口開始自治体が増加 

○総合相談、ワンストップサービスに取り組む自治体が増えてきた。 

○そのためには広い視野と実行力を備えたマンパワーが必要になることが  

明確になった。 

○行政の人事管理面によるところも大きく、専門性が身につくために必要な 

従事期間（異動間隔）の確保や、属人的な支援体制に頼らない組織的なシ

ステムの構築に取り組んでいる自治体が出てきた。 

 

④地域の自主財源づくりに取り組む自治体が増加 

○コミュニティビジネスや「地域福祉応援グッズ」を開発しその売り上げの 

一部を活用する。 

○ふるさと納税の一部を同事業に活用する。 

○単身高齢者等の安心を支える仕組みと遺贈との関係ができてきたところ 

もある。 

 

⑤福祉以外の分野との連携 

○総務省、国土交通省、経済産業省等の所管する福祉以外の制度や補助金を 

活用するため、市町村内の他部局間で連携した取り組みができた。 

   

（２）課題 

①新しい支援体制の構築・担い手の確保（地域福祉コーディネーターの活躍） 

○総合相談、ワンストップサービスを実施するためには幅広い視点を持ち実

行力のある人が必要である。 

○行政組織の人事異動により専門職が育ちにくい。 

○属人的な支援体制は、人事異動によってそのネットワークやノウハウが失 

われがち。そのため、組織的に機能するような支援体制の構築が求められ

る。 

 

②安定的な地域の自主財源の確保 

○次のような様々な取組が行われているが、十分な財源確保には至っていな 

いのが実情。 

・コミュニティビジネスや地域福祉応援グッズを開発し、その販売の利益の 

一部を財源とした例。 

・地域福祉基金の果実運用益を利用している例。 

・募金箱の設置や黄色いレシートを活用した例。 

・ふるさと納税の一部を同事業に利用できるようにすることを目指している 

例。 

・遺贈を進めている例。 

・サービスを受ける人から利用料を一部負担してもらう例。 

○その対応策の一つとして、共同募金の「地域テーマ募金」「社会問題解決



安心生活創造事業成果報告書（案） 

 

50 
 

プロジェクト」等、住民に対する地域課題のアピールによる寄附文化の土

壌作りが必要となる。 

 

③サービスの有償・無償、そしてその線引きの問題 

○財源確保の一貫として、サービスを受ける人が一定額負担するという概念 

も必要なのではないか。 

○有償サービスにすることでのメリット、デメリットもあるので注意が必要 

である。 

 

④基盤支援、見守り、買い物支援等 

○見守りの方法、姿勢によって、利用者の受けとめ方も異なる。 

○支援する側やされる側双方の自覚も必要になる。 

○住み慣れた場所で生活し続けるため、買い物支援等の日常的な支援が必要

になる。 

⑤個人情報の共有の問題 

○個人情報に対する過剰な保護意識による困難さが存在する。 

○守秘義務を持つ人と持たない人との連携をどうするかが重要になる。 

 

⑥地域福祉計画の策定 

○地域福祉計画未策定自治体に対して、この事業の成果を活用したアプロー 

チが重要となる。 

○定期的な評価と改定の必要性の確認が重要である。 

 

（３）期待される効果（この事業を通して見えたニーズ、生活課題） 

○一定エリアを見守る職員の役割 

○社会的に孤立している人の発見及び支援 

○制度からもれている人々の把握と基盤支援の提供 

○もれない把握ともれない支援の実践。 

○必要とされる全ての人の基盤支援・見守り、買い物支援等の実践。 

○権利擁護体制の構築・判断能力が不十分な人々が安心して地域で暮らすた 

めの方策の実践と、周囲の人の理解、協力。 

○総合相談体制の構築。窓口サービスの充実、市民サービスの向上。 

○地域包括支援のネットワークと統合した総合支援体制の構築。 

○地域で支援が必要な者・世帯の発見。 

○地域住民との協働による地域福祉推進体制の構築。 

 

 

 

 

５ 提言・提案 

（１）モデル提示 
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①要援護者をもれなく把握する仕組みのシステム化 

 

○人口規模が小さく顔見知りの多い地域であっても、地域特性に係わらず年齢で 

線を引かない「制度からもれる者をもれなく把握する」仕組みをシステムとし 

て構築することが重要である 

○上記のようなシステム化には、市町村が主体的に取り組まなければ、システム 

構築は不可能である。 

○市町村が保有している行政情報を突合し、要援護者名簿を作成・把握する。 

○その際、個人情報の第三者提供等が課題となるため、各市町村の個人情報保護 

条例で必要な事項を定めるとともに、各市町村の個人情報保護審査会で個人情 

報の取り扱いについて、事前協議・承認を行うこと。 

○災害時要援護者名簿、介護保険情報、障害者手帳情報等を有効活用すること。 

○要援護者名簿は、民生委員児童委員や自治会等が保有している住民情報と行政 

情報とを突合することで実態に近い地域住民の把握が可能となる。 

○要援護者名簿を地域実態と近いものに維持していくために、年１回程度要援護 

者名簿の更新をすることが望ましい。 

 

 

② 援護者をもれなく支援する体制の作り方 

 

○民生委員児童委員や自治会等これまで地域の支援を担ってきた人々を大切にし 

ながらも、これらの人々の負担を軽減し支援していくために、新たな人材を養

成し、これまで地域の支援を担ってきた人々と連携しながら取組む仕組みを構

築する。 

○過疎地域や中山間地等、今後１０年間で担い手の高齢化と減少が大きく影響し 

てくる自治体や地域コミュニティを見据え、人材育成を検討する。 

○生活・介護支援サポーターの養成課程を活用して、新たな人材を養成し、訪問 

支援の担い手とする。 

○「顔の見える関係」を維持しながら、地域の見守り・買い物支援等の基盤支援 

を構築する。 

○定額の有償の仕組みを導入し、要援護者にとってもサービス利用を対等な関係

で利用者として利用するしくみを構築する。 

○団地自治会等がＮＰＯ法人を取得し、地縁組織が買い物支援や孤立死防止に取

り組む。 

 

 

 

 

③地域の自主財源づくりの方法 
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○地域の特産物を地域福祉応援グッズとして商品開発し、見守り活動の象徴とし 

て販売。その金額に寄付金を上乗せし、地域福祉の自主財源とする。 

○市外に居る親族に地域や要援護者の情報を提供し、ふるさと募金やふるさと納 

税に協力してもらう。 

○地域の商工会と福祉部局が連携し、商店街の商品券やポイント制度を活用する 

等、支え合いの取組みの果実が地域に還元される仕組みを構築する。 

○寄付付きの自動販売機を設置して自主財源を確保する。 

○自治体独自の基金を創設し、福祉財源を確保する。 

○赤い羽根の共同募金から活動費の配分を受ける。 

○地域福祉基金のあり方を見直し、新たな活用方法を検討する。 

○市町村単位に地域福祉財源を助成するための委員会を創設し、住民に見える地域 

の財源づくりと助成を行う仕組みが必要である。 

 

 

（２）本事業の全国展開 

○本事業の成果を全国に普及させるためには、当面、国による積極的な支援が 

必要であるとともに、これまで事業を実施してきた地域福祉推進市町村によ 

る協力も必要である。 

○地域福祉推進市町村は、新規に事業に取り組む市町村に対して、全国会議や 

ブロック会議、各種セミナー等の場での情報提供や視察の受け入れ等により 

普及に協力するとともに、課題として残っている事項についても引き続き取 

り組むことが重要である。 

○国も、引き続き本事業に取り組む市町村に対する財政的な支援や個別の相談 

や情報提供を行っていくべき。 

○１３県の市町村がモデル事業未実施であるため、これらの県における取組が 

必要である。 

 

（３）今後重要と考えられる取組み 

①制度からもれる者と社会的孤立 

本報告書でこれまで述べてきたように、いわゆる「孤立死」という大変痛ま

しい事案がこれまでも頻繁に報道されている。従来、多くの自治体は「孤立死」

防止対策の主な支援対象としては、高齢者のみの世帯、高齢あるいは障害単身

世帯に重点を置いた施策を実施してきた。 

 しかしながら昨今の孤立死事案を見てみると、世帯内の生計中心者（もしく

は介護者）の急逝により、その援助を受けていた方も死に至る事案や、30代、

40代の家族が同居しているにもかかわらず、家族全員が死に至っている事案な

ど、上記のような世帯に限らず発生している。 

 このような実態を踏まえ、厚生労働省は、先般、「生活に困窮された方の把握

のための関係部局・機関等との連絡・連携体制の強化の徹底について」（平成 24
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年 2月 23日社援発 0223第 3号社会・援護局長通知。以下「局長通知」という。）

を発出した。その後、さらに関係機関等に対して関係課長から関連する通知を

発出し、関係機関との連携により地域における情報の共有や見守り体制の構築

等や、地方自治体の福祉担当部局に必要な情報が適切に集約されるよう依頼し

ている。関係省庁においても、様々な関係機関の連携強化、情報の一元化のた

めの体制構築あるいは個人情報の取扱いに係る通知が発出されているところで

ある。 

社会的孤立の防止は、地域福祉の取組みにおいて重要な課題となっており、 

市町村行政が中心となって取組むべき課題である。しかし、市町村行政だけで

解決できる課題でもない。社会との接点を持たない、閉じこもりや引きこもり

がちな人々を支援していくためには、行政のみならず民生委員、社会福祉協議

会、地域包括支援センター等福祉関係者をはじめ、自治会、電力・ガス・水道

や宅配業者等民間事業者など多様な人々との連携・協働が不可欠である。今後

の安心生活創造事業をはじめとした地域福祉施策の推進にとって、制度からも

れる者を中心とした社会的孤立への対応は、最優先で取組むべき課題であると

の認識が必要であろう。 

 

②総合相談体制の確立 

安心生活創造事業を実施してきた市町村の中には、既に総合相談体制を構築

して取組んできた地域福祉推進市町村もある。その多くが、地域福祉計画の策

定を契機として、総合相談体制を構築していることに着目すべきである。この

点は後述することとし、ここでは総合相談体制を確立することの必要性及び具

体的な方法について、改めて整理しておきたい。 

 相談内容が多様化し、多問題化してきていることは、平成２０年３月の『こ

れからの地域福祉のあり方に関する研究会報告 地域における「新たな支え合

い」を求めて－住民と行政の協働による新しい福祉－』でも指摘されていると

ころである。安心生活創造事業で「もれない把握」による要援護者を把握し、

「もれない支援体制」を確立していくためには、要援護者のニーズを縦割りの

体制でニーズを漏らすことがあっては、「もれない把握」が意味のないものと

なってしまう。把握した要援護者のニーズをもれなく把握するための総合相談

体制の確立が、次の大きな課題である。 

実際の総合相談事例として具体例を挙げると、千葉県中核地域生活支援セン

ター（千葉県単独事業、県内健康福祉圏１４か所に設置）では、分野に限定し

ない誰もが地域生活を送れるように総合相談を行っている。その相談内容は、

半数以上が複数ニーズであり、３つ以上のニーズが約３割を占める状況であ

る。多問題家族事例においては、１０を超える複数ニーズを総合相談で受けと

めている状況である。 

 厚生労働省社会・援護局では、生活困窮者等制度からもれる者を受けとめる

「生活支援戦略」について検討を行っている。これらの人々は、多様な課題が

絡み合って複雑化しており、ニーズを可視化しにくい状況であると指摘されて

いる。これらの人々のニーズを総合相談で幅広く受け止め、抱えている課題を
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生活困窮者本人にもわかりやすく整理していくことが総合相談に求められる

と考えている。 

 次に、地域包括支援センターを総合相談体制に発展することも、市町村の先

進事例として生まれている。地域包括支援センターは、高齢者の総合相談を行

うセンターとして設置されているが、静岡県富士宮市等が、高齢者分野を超え

た総合相談体制を確立している事例として全国的に知られている。安心生活創

造事業に取組んだ地域福祉推進市町村の中からも、このような取組みが生まれ

ている。千葉県鴨川市では、平成２４年４月より地域包括支援センターを発展

させて、福祉総合相談センターとして総合相談体制を確立した。この他にも、

長野県茅野市や愛知県高浜市、秋田県湯沢市等が総合相談体制を確立してい

る。 

 また、地域福祉推進市町村の埼玉県行田市は、障害者の総合相談から発展さ

せ、市役所にトータルケア担当を配置し、福祉関係部局の職員に総合相談の併

任辞令が出され、分野横断的なカンファレンスが可能な体制が構築されてい

る。さらに、平成２３年度からは地域福祉推進幹（コミュニティソーシャルワ

ーカー）を配置し、地域安心ふれあい総合センターの設置に向けた庁内プロジ

ェクトチームを設け検討を行っている。 

 このように、総合相談体制の確立は、先進地域で進み始めている。平成２４

年度以降の安心生活創造事業では、地域福祉推進市町村の継続内容の一つに、

福祉の総合相談を位置付けたところである。今後、さらに総合相談体制の確立

に取組む市町村が増加することを期待している。 

 

③地域福祉計画の策定 

先述したように、地域福祉計画の策定は、先進地域における総合相談体制の

確立の重要な契機となっている。また、一昨年の夏のいわゆる「所在不明高齢

者問題」や今般の「孤立死」の事案など社会的孤立が多方面から指摘される中

で、地域福祉計画の重要性が改めて注目されるようになってきている。昨年に

は、東日本大震災が発生し、災害時要援護者の把握と支援方法の確立（確認）

の必要性が再確認された。今後は、復興のための地域福祉計画策定も求められ

る段階になってきている。 

改めて、市町村地域福祉計画は、以下のような内容を盛り込むこととなって

いる。 

１ 地域での福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

２ 地域での社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

３ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項  

４ 地域での要援護者に係る情報の把握・共有、安否確認方法  

 

また、都道府県地域福祉支援計画は、以下のような内容を盛り込むこととな

っている。 

１ 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項 

２ 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関す 
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る事項 

３ 福祉サービスの適切な利用の促進、社会福祉を目的とする事業の健全な 

発達のための基盤整備に関する事項  

 

市町村地域福祉計画は、社会的孤立や災害時要援護者支援等から見守りが必

要な方々が確実に見守られている仕組み、システムが求められている。安心生

活創造事業で取組んできた「もれない把握」、「もれない体制づくり」の確立

は喫緊の課題となり、さらに「地域での要援護者に係る情報の把握・共有、安

否確認方法について」盛り込むこととなっている地域福祉計画の重要性が再確

認されているところである。 

一方、市町村地域福祉計画の策定状況は、平成２２年７月３１日現在で市区

部で６９５か所（８５．９％）、町村部で４６４か所（４９．３％）、全体で１,

１５９か所（６６．２％）（策定予定含む）である。都道府県地域福祉支援計

画の策定状況は、４１か所（８７．２％）が策定（策定予定含む）している。

市区部では策定が進んでいるが、人口規模の小さい市や町村部において未策定

の自治体が多くなっている。今後は、地域福祉計画の策定を契機として、総合

相談体制の確立や社会的孤立の防止、買い物支援等ＮＰＯなどの民間事業者と

の連携も進展していることから、都道府県地域福祉支援計画が未策定の都道府

県と連携し策定を促すとともに、都道府県と協力しながら策定率の向上に取組

むことが重要である。 

 

④「介護予防・日常生活支援総合事業」との関係 

平成２３年６月１５日に可決成立し、６月２２日に公布された「介護サービ

スの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成２３年法律第

７２号）」に基づいて、介護予防・日常生活支援総合事業が創設された。第５

期介護保険事業計画に「介護予防・日常生活支援総合事業」を位置づけること

が市町村で検討されている。 

「この介護予防・日常生活支援総合事業は、市町村の判断により、地域支援

事業において、多様なマンパワーや社会資源の活用等を図りながら、要支援

者・二次予防事業対象者に対して、介護予防や配食・見守り等の生活支援サー

ビス等を総合的に提供することができる事業」となっている。 

介護予防・日常生活支援総合事業の導入により、要介護認定において「要支

援」と「非該当」を行き来するような高齢者に対する、切れ目のない総合的な

サービスの提供や、虚弱・引きこもりなど要介護認定されない高齢者に対する

円滑なサービスの導入、あるいは自立や社会参加の意欲の高い者に対する、ボ

ランティアによるこの事業への参加や活動の場の提供などが可能となる。 

 安心生活創造事業は、既存の公的サービスの対象とならない状態の人であっ 

ても、一人暮らし世帯等が地域で安心して暮らすことができるよう、「見守り」 

と「買い物支援」を生活維持の最低限の支援である「基盤支援」と位置付け実 

施してきた。今回の介護保険法の改正により介護予防・日常生活支援総合事業 

が創設されたことで、安心生活創造事業の対象として考えてきた高齢者が、新 
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制度を利用することも考えられる。 

例えば、安心生活創造事業の第一原則として「もれない把握」を行ってきた 

点について、介護予防・日常生活支援総合事業の二次予防事業対象者の把握に

係る事業によって、市町村の要介護者及び要支援者を除く第一号被保険者を対

象に実施することとされており、これを活用して高齢者のもれない把握を実施

することを検討する市町村もあることが予想される。また、生活支援サービス

に係る事業によって、要支援者及び二次予防事業対象者が自立した日常生活を

営むことができるよう支援することを目的として、定期的な安否確認及び緊急

時の対応を行う事業を実施することが想定される。 

従って、介護予防・日常生活支援総合事業と安心生活創造事業をどのように

地域で実践していくかは、それぞれの地域の実情に応じて、両事業の連携の上

に実施していくことが十分考えられる。 

しかし、安心生活創造事業は、高齢者の支援に限らず年齢で線を引かないも

れない把握を実施してきており、必ずしも高齢者のみの把握を意図したもので

はない。障害者や 65歳未満の中年実年層等の孤立死への対応等、地域の見守

りから漏れてしまう傾向の高い人々に関する社会的孤立への対応をしっかり

と検討していく視点が不可欠であることを述べておきたい。 

 

 ⑤安心生活に必要な契約支援・権利擁護 

 近年の認知症高齢者の増加は、地域で暮らしていく高齢者の判断能力が低下

していくことが想定され、福祉サービス利用援助や様々な生活上の契約支援な

ど権利擁護が必要となることが考えられる。これらは、地域生活をしている知

的障害者や精神障害者も同様であり、発達障害者や多重債務を抱えてしまう若

者等も家計支援が必要とされ、生活困窮者支援では必要不可欠な支援となって

いる。これまで、社会福祉法の日常生活自立支援事業や民法の成年後見制度に

よって、判断能力が不十分な者あるいは判断が困難な者等への支援が行われて

きた。 

また、単身世帯が増加している今日的状況の中で、地域で安心生活を送るた

めには、アパート賃貸契約や入院時保証人等、契約時に保証人を必要とするケ

ースが増えている。高齢者や障害者等何らかの支援を必要とする人が単身世帯

のため保証人となる人がいない場合、困難を抱える場合が想定されている。 

今般、老人福祉法が改正され、老人福祉法第 32 条の 2 で「後見に係る体制

の整備等」が市町村の努力義務とされた。平成 24 年 4 月 1 日より施行されて

いる。同法第 32 条の 2 の 2 で都道府県も市町村と協力して後見等の業務を適

正に行うことのできる人材の育成及び活用を図るために、助言その他の援助を

行うよう努力義務とされた。また、障害者自立支援法も改正され、平成 24 年 4

月 1 日から「成年後見制度利用支援事業」は任意事業から必須事業に変更され

ている。 

このように、安心生活を送るためには、契約支援や権利擁護が求められてお

り、安心生活創造事業では法人後見を社会福祉協議会等が実施することの重要

性を本事業開始当初より指摘してきた。最高裁判所事務総局家庭局の「成年後
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見関係事件の概況―平成 22 年 1 月～12 月」によれば、親族後見人が成年後見

人等の全体の 6 割を切り減少傾向が続いている。弁護士、社会福祉士等の第三

者後見人の割合は増加傾向にあるが、専門職後見人は不足しているのが現状で

ある。厚生労働省は、昨年度より「市民後見推進事業」を開始し、市町村にお

ける市民後見人の養成について、支援を行う取組みが始まったところである。 

 社会福祉法創設以来、都道府県及び政令市社会福祉協議会を実施主体に福祉

サービス利用援助（事業名「日常生活自立支援事業」）を行ってきた。事業規

模は、平成 23 年度実績で約 26 億円の補助を行っている。社会福祉協議会やＮ

ＰＯによって権利擁護センターや成年後見センターが創設されている。安心生

活創造事業開始以降、法人後見を実施する社会福祉協議会が増加傾向にある。

安心生活を送るためには、このような権利擁護の支援が必要であり、日常生活

自立支援事業と併せ、成年後見制度との連携も含めた権利擁護の取組みが求め

られている。 

  

⑥要援護者が社会参加・自己実現できる仕組みづくり 

安心生活創造事業で把握された要援護者は、早期発見、早期対応により、見

守りや買い物支援といった基盤支援を利用することにより、自らの生活を自ら

組み立てていくことが可能となる。地域の支援ネットワークとつながることに

より、社会的に孤立することなく、必要に応じて何らかの支援を受けることが

できるのである。 

一方、安心生活創造事業推進検討会では、「この要援護者が見守られるだけ

の人にならないか心配」という声が委員よりあった。さらに、見守る側、見守

られる側となるのではなく、双方向型の支援システムが重要であることが指摘

された。Ａさんは、あるときは見守り等の支援を受けていても、あるときは誰

かを支援することもある。要援護者は、支援を受けるだけではなく、何らかの

取組みに社会参加し、自己実現していくことが重要である。このように要援護

者が自己実現できる地域社会づくりの視点が不可欠である。 

そのためには、社会的な居場所づくりが重要である。この居場所づくりの取

組みは、社会福祉協議会やＮＰＯ、自治会等がサロン活動や宅老所、小規模多

機能型サービス、共生型施設等により展開されてきた。 

要援護者が地域社会の中に自らの居場所を見つけ、参加し自己実現していく

地域社会づくりが今後の地域福祉の展開においても重要になると考える。 

 

６ おわりに 

○残された課題 

提言・提案の章で述べてきたように、今後の地域福祉の展開では、①社会的

孤立、②総合相談体制の確立、③地域福祉計画の策定、④地域包括ケアの展開、

⑤契約支援・権利擁護体制の構築、⑥要援護者が社会参加・自己実現できる仕

組みづくり、等が必要であると本報告書では考えている。 

特に、社会的孤立の問題は、孤立死の事案をはじめ、生活困窮者対策の観点
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等、制度からもれる人々をどのように把握し支援していくのかという大きなテ

ーマを内包している。高齢者、障害者、ひとり親家庭等において制度からもれ

る人々がいるとともに、自殺、虐待、ＤＶ、セクシャルマイノリティ、外国人

支援等、市町村行政の窓口では市民が相談を持ちかけにくい、あるいはどこの

相談窓口に行ったらよいかわかりにくいようなニーズへの対応も課題となっ

ている。平成 24 年 3 月から相談が始まった、「社会的包摂ワンストップ相談

支援事業」では、これらのニーズが相談の中心となり、20～40 代の若い層の相

談が中心となっている。 

地域福祉は、このような社会的に排除されている人、社会的に孤立しやすい

人々の支援をどのように考えていくのかが大きな課題となっている。安心生活

創造事業は、制度からもれる人々の見守り・買い物支援といった基盤支援を整

備していくことを目的としてきた。今後は、制度からもれる人々のニーズを包

括的・総合的に受け止める「総合相談」、認知症や障害等で判断能力が不十分

な人を支援する「権利擁護」等の体制づくりが課題となろう。さらに、これら

を利用する要援護者が社会に参加し、「自己実現」するための居場所づくりや

活動の場づくりが必要となってくると考える。さらに、これらの活動を支援し

ていくための「財源を作り出す仕組みづくり」についても、今後継続して検討

していかなければならない課題であると認識している。 

 安心生活創造事業は、平成 21～23 年度までのモデル事業としての期間を終

え、平成 24 年度からはこの成果を全国で活用していく段階となった。最初の 3

年間を第 1 ステージとすれば、平成 24 年度からは第 2 ステージと位置づけら

れる。 

この第２ステージでは、「総合相談」、「権利擁護」、「社会的居場所づく

り」等によって、要援護者が「自己実現」できる地域社会づくりを目指して取

組むことが、今後の地域福祉の一つの方向性を示す重要なものではないかと考

えている。これらを本報告書の残された課題として整理して、安心生活創造事

業の成果報告書を終えることとしたい。 


